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Nトt抵
当
権
と
従
物

〆-、

一、、ー/

は
じ
め
に

第
一
章
明
治
期
の
議
論

一
法
典
編
纂
以
前
の
議
論

二
法
典
編
纂
の
過
程

三
法
典
制
定
後
の
裁
判
例
・
実
務
(
以
上
本
号
)

第
二
章
大
正
以
後
今
日
ま
で
の
裁
判
例
・
実
務

ま
と
め

Iま

じ

め

抵
当
権
と
従
物
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
抵
当
権
設
定
後
の
従
物
に
も
抵
当

瀬

信

久

l
 
l
 

e
E
E

，，
 

権
が
及
ぶ
か
、
そ
の
実
定
法
上
の
根
拠
は
八
七
条
二
項
か
三
七

O
条
か
、
従

物
が
第
三
者
に
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
抵
当
権
の
効
力
か
ら
逸
脱
す
る
か
、
等

円

1
)

々
解
釈
論
上
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る

た
め
に
は
、
そ
の
実
際
の
処
理
の
仕
方
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

北法31(3-4・1.373)1305 



研究ノート

ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
判
例
の
態
度
に
は

未
だ
に
多
く
の
あ
い
ま
い
な
点
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
問

題
を
考
察
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
し
て
、
抵
当
権
と
従
物
に
関
す
る
わ
が

国
の
裁
判
例
・
実
務
・
立
法
過
程
を
整
理
し
て
お
き
た
い
と
考
た
る
。
も
っ

(

2

V

 

と
も
、
裁
判
例
・
立
法
過
程
に
つ
い
て
も
既
に
す
ぐ
れ
た
研
究
が
あ
り
、
本

稿
は
屋
上
屋
を
架
す
お
そ
れ
を
有
す
る
が
、
従
来
の
分
析
で
は
十
分
考
察
さ

れ
て
い
な
い
下
級
審
裁
判
例
そ
の
他
の
資
料
を
も
参
照
し
て
、
こ
の
間
題
が

わ
が
国
に
お
い
て
有
し
て
い
る
具
体
的
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み

'-、。

φ
'
h
i
v
 

考
察
は
ま
ず
、
明
治
末
ま
で
と
大
正
以
後
と
に
分
け
る
。
そ
し
て
明
治
期

に
つ
い
て
は
、
二

0
年
代
の
法
典
編
纂
以
前
の
議
論
と
、
法
典
編
纂
過
程
に

お
け
る
議
論
と
、
法
典
編
纂
後
の
実
務
と
に
分
け
て
紹
介
し
、
大
正
期
以
後

に
つ
い
て
は
、
一
般
の
建
物
の
設
備
(
畳
建
具
類
〉
、
宅
地
の
庭
木
・
庭
石
、

工
場
の
機
械
器
具
類
、
増
築
建
物
・
附
属
建
物
と
に
分
け
て
個
別
的
に
分
析

ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。

(

1

)

こ
れ
ら
の
問
題
に
関
す
る
学
説
上
の
議
論
、
お
よ
び
文
献
に
つ
い

て
は
、
注
釈
民
法
山
間
三
一
頁
以
下
(
柏
木
・
西
沢
〉
、
同

ω
四
一
四
頁
以

下
(
田
中
)
、
林
「
抵
当
権
の
お
よ
ぶ
範
囲
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
民
法
の
争

点
二
二
八
頁
な
ど
を
参
照
。

ハ
2
)

裁
判
例
の
分
析
と
し
て
は
、
於
保
「
附
加
物
及
び
従
物
と
抵
当
権
」

民
商
法
二
九
巻
五
号
(
昭
和
二
九
年
〉
、
同
「
抵
当
権
の
及
ぶ
目
的
物

の
範
囲
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法

ω
(昭
和
三
二
年
)
、
我
妻
「
建

物
の
抵
当
権
の
効
力
は
設
定
当
時
の
畳
建
具
に
及
ぶ
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一

O
五
号
(
昭
和
三
二
年
)
、
我
妻
編
・
判
例
コ
ン
メ
ン
タ

I
ル
E
担
保

物
権
法
(
昭
和
四
三
年
)
二
七
五
頁
以
下
(
清
水
)
が
、
立
法
過
程
の

考
察
と
し
て
は
、
我
妻
「
抵
当
権
と
従
物
の
関
係
に
つ
い
て
」
民
法
研

究
W
と
く
に
四
六
頁
以
下
、
福
島
・
清
水
「
日
本
資
本
主
義
と
抵
当
制

度
の
発
展
」
法
律
時
報
二
八
巻
一
一
号
、
清
水
「
財
団
抵
当
法
(
法
体

制
確
立
期
)
」
日
本
近
代
法
発
達
史
4
が
あ
る
。

第
一
章

明
治
期
の
議
論

法
典
編
纂
以
前
の
議
論

造
作
畳
建
具
類
に
つ
い
て

明
治
前
半
に
お
い
て
抵
当
権
の
及
ぶ
範
囲
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
の
は
、

主
と
し
て
造
作
畳
建
具
で
あ
っ
た
。

建
物
の
抵
当
取
引
は
、
徳
川
時
代
に
は
家
質
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
建

物
書
入
と
呼
ば
れ
た
が
、
実
際
に
は
建
物
の
売
買
+
建
物
の
賃
貸
借
と
い
う

円

1
〉

形
式
で
も
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
設
定
契
約
書
(
家
質
証
書
、
家
質

「
建
家
諸
道
具
共
」
「
建
具
共
」

付
従
前
在
来
之
催
」
等
々
の
文
言
が
み
ら
払
-M。

証
文
)
に
は
し
ば
し
ば
、

「
但
都
テ
造
作

北法31(3-4・1'374)1306 



L抵当権と従物(1)

大
判
明
治
九
年
三
月
二
九
日
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
1
一
九

頁
の
事
例
:
:
:
借
用
金
の
担
保
と
し
て
地
所
と
「
右
地
所
ニ
建
有
之
候

玄
関
住
居
奥
座
敷
其
外
長
屋
内
総
テ
建
築
二
百
坪
徐
建
具
土
蔵
一
ケ
所

都
テ
有
形
見
分
ノ
通
」
を
抵
当
に
入
れ
た
も
の
(
東
京
府
、
明
治
五
年

の
契
約
)
。

大
判
明
治
一

O
年
六
月
二
五
日
間
右
1
一
八
八
頁
の
事
例
・
:
:
地
所

建
家
を
借
金
九
百
円
の
抵
当
に
入
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
「
家
隙
諸
道

具
九
拾
三
口
問
」
を
売
却
(
代
金
百
円
〉
・
賃
借
の
形
式
で
抵
当
に
入
れ

た
も
の
(
兵
庫
県
、
明
治
八
年
の
契
約
〉
。

大
判
明
治
一
一
年
八
月
一
四
日
同
右
3
七
九
頁
の
事
例
:
:
:
「
五
軒

長
家
壱
箇
所
但
瓦
葺
雨
戸
付
」
を
年
季
売
買
に
よ
り
引
渡
し
た
も
の

(
埼
玉
県
、
慶
応
三
年
の
契
約
〉
。

大
判
明
治
一
一
年
一

O
月
九
日
同
右
3
二
五
六
頁
の
事
例
:
:
:
地
所

と
「
右
地
所
ノ
内
建
家
不
残
本
戸
前
付
土
蔵
四
ケ
所
別
紙
絵
図
面
1
通

揮
テ
有
姿
ノ
俸
」
と
を
書
入
れ
た
も
の
(
大
阪
府
、
明
治
八
年
の
契

約)。大
判
明
治
一
二
年
二
月
三
日
同
右
4
六

O
頁
の
事
例
:
:
:
借
金
の
担

保
の
た
め
「
住
居
向
一
式
但
畳
建
具
其
外
造
作
共
」
を
書
入
し
た
も

の
(
東
京
、
明
治
七
年
の
契
約
〉
。

大
判
明
治
一
二
年
五
月
八
日
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
4
三
八

二
頁
の
事
例
:
・
・
・
借
金
の
抵
当
と
し
て
「
住
居
、
宅
地
:
:
:
但
居
屋
敷

ニ
生
立
居
候
樹
木
共
不
残
従
前
之
在
来
之
俵
」
「
住
宅
:
:
・
但
都
テ
造

作
付
従
前
在
之
鐙
」
が
供
さ
れ
た
も
の
(
新
潟
県
下
越
後
国
、
明
治
入

年
に
契
約
締
結
)
。

大
判
明
治
一
四
年
一
一
月
九
日
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
7
二

O
八
頁
の
事
例
:
:
:
「
建
家
土
蔵
並
ニ
附
属
品
」
の
抵
当
権
に
基
づ
き

こ
れ
ら
の
明
渡
を
認
め
た
も
の
(
東
京
府
日
本
橋
区
)
。

司
法
省
明
治
七
年
一
二
月
二
三
目
指
令
民
事
要
録
甲
編
五
三
八
丁
の

事
例
:
:
:
借
用
金
の
質
物
と
し
て
「
家
壱
軒
・
:
:
建
具
等
都
テ
有
姿
ノ

通
リ
」
を
差
入
れ
た
も
の
(
尾
州
熱
田
、
明
治
六
年
の
契
約
締
結
〉
。

司
法
省
明
治
五
年
壬
申
一
一
月
一
八
目
指
令
民
事
要
録
甲
編
七
八
三

丁
の
事
例
:
:
:
「
家
諸
道
具
引
当
ノ
券
」
を
有
す
る
債
権
者
に
優
先
弁

済
権
を
認
め
た
も
の
〈
岐
阜
県
)
。

司
法
省
明
治
八
年
三
月
九
日
指
令
民
事
要
録
甲
編
九
八
七
丁
の
事
例

・
・
借
用
金
の
担
保
と
し
て
「
御
町
並
七
歩
五
厘
:
:
:
外
ニ
土
蔵
木
小

屋
内
外
戸
建
具
一
式
」
を
売
渡
し
た
も
の
(
置
賜
県
、
安
政
二
年
に
契

約
締
結
)
。

ま
た
、
全
国
民
事
慣
例
類
集
に
は
「
針
付
物
ハ
一
一
般
ニ
記
載
シ
書
入
レ
ト

ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
」
(
五
九
九
丁
、
摂
津
圏
西
成
郡
。
傍
点
は
筆
者
)
と
の

記
述
が
あ
る
。
以
上
に
対
し
、
畳
建
具
等
に
言
及
し
な
い
建
物
抵
当
権
設
定

(
3
)
 

契
約
書
は
、
な
い
で
は
な
い
が
少
な
い
。

こ
れ
ら
の
事
実
か
ら
、
当
時
、
建
物
の
抵
当
権
は
当
然
に
は
造
作
畳
建
具

類
に
及
ば
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と
、
し
か
し
実
際
に
は
し
ば
し
ば
こ
れ

ら
の
物
を
も
抵
当
に
取
っ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
が
推
測
さ
れ
る
。

北法31(3-4・1.375)1307 
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建
物
に
対
す
る
抵
当
権
が
当
然
に
は
畳
建
具
に
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、
当

時
の
家
屋
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
物
が
備
品
で
な
く
、
家
屋
と
の
結
び
つ
き
が

そ
れ
ほ
ど
強
く
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
畳
建
具
が
一
般
に
普

(
4
)
 

及
す
る
の
は
明
治
の
後
半
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
は
素
建
の
ま

ま
で
の
売
買
・
賃
貸
・
抵
当
権
設
定
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

ハ
5
〉
る。

以
上
の
よ
う
な
取
引
の
状
況
に
お
い
て
、
明
治
八
年
九
月
に
太
政
官
布
告

(
6
)
 

第
一
四
八
号
建
物
番
人
質
並
ニ
売
買
譲
渡
規
則
が
公
布
さ
れ
た
が
、
こ
の
規

則
は
建
物
書
入
の
目
的
物
の
範
囲
に
つ
い
て
は
何
も
定
め
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
「
各
小
区
扱
所
ご
於
テ
振
合
一
定
不
仕
貸
借
上
迷
惑
ヲ
生
シ
旦

多
分
ノ
時
間
ヲ
費
シ
候
」
と
し
て
、
東
京
府
権
知
事
あ
て
に
次
の
伺
が
だ
さ

(
7〉

れ
た
。同

御
規
則
〔
右
の
建
物
書
入
質
規
則
を
さ
す
〕
文
中
建
物
ト
ア
ル
内
住
居

建
家
ノ
儀
ハ
諸
雑
作
ヲ
除
キ
全
ク
素
建
ノ
物
ト
ナ
シ
テ
抵
渦
曲
目
一
致
候
哉
又

ハ
建
家
ニ
取
附
有
之
諸
雑
作
ハ
箆
居
候
哉
又
ハ
素
建
ノ
家
ニ
テ
モ
諸
雑
作

等
箆
メ
候
共
貸
借
隻
方
相
濁
-
一
テ
取
極
メ
御
規
則
ニ
背
カ
サ
レ
ハ
其
戸
長

ノ
差
図
ニ
従
ス
シ
テ
宜
ク
候
哉

東
京
府
権
知
事
は
、

建
物
ニ
属
ス
ル
諸
造
作
ヲ
抵
当
ニ
組
入
ル
、
ト
入
レ
サ
ル
ト
ハ
修
一
方
ノ

畳
建
具
ノ

示
談
ニ
任
ス
ト
雄
モ
証
文
面
-
一
明
文
ノ
ナ
キ
ハ
諾
雑
具
類
ヲ
云
フ
ヲ
ヌ

ノ
外
海
テ
書
入
質
中
ノ
モ
ノ
ト
心
得
へ
シ

と
の
指
令
案
を
作
成
し
内
務
省
に
伺
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
内
務
省
は
こ
れ
を

認
め
た
。
当
規
則
に
お
い
て
建
物
書
人
質
は
、
契
約
証
文
の
大
旨
が
戸
長
役

場
の
建
物
書
入
質
記
載
帳
に
記
入
さ
れ
る
こ
と
と
、
契
約
証
文
に
戸
帳
の
奥

書
割
印
を
う
け
る
こ
と
と
に
よ
っ
て
公
証
さ
れ
て
い
た
〈
同
規
則
一
条
、
コ
一

条
、
五
条
)
。
し
た
が
っ
て
右
の
指
令
に
よ
る
と
、
畳
建
具
は
契
約
証
書
に
そ

の
記
載
が
あ
れ
ば
書
入
質
が
及
ぶ
が
記
載
が
な
け
れ
ば
及
ば
ず
、
そ
の
他
の

造
作
に
は
記
載
が
な
く
て
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
右
の
考
え
は
ま
も
な
く
変
更
さ
れ
、
造
作
に
つ
い
て
も
記
載
が
な

け
れ
ば
書
入
質
は
及
ば
な
い
こ
と
と
な
っ
た
。

〈

8
)

明
治
一

O
年
三
月
一
一
六
日
内
務
省
甲
第
六
号
布
達

明
治
八
年
間
第
百
四
十
八
号
ヲ
以
テ
誇
建
物
書
入
質
規
則
布
告
相
成
一
年
一

付
テ
ハ
自
今
其
喜
一
回
一
回
ニ
造
作
純
一
前
川
世
間
報
一
誠
一
羽
ノ
有
無
記
載

可
致
此
旨
布
達
候
事

そ
し
て
司
法
省
の
考
え
に
よ
る
と
、
造
作
の
記
載
が
な
い
場
合
、
債
権
者
は

そ
の
造
作
に
つ
い
て
は
優
先
弁
済
権
を
も
た
ず
、
ま
た
競
売
に
お
い
て
そ
の

北法31(3斗・ 1'376)1308 



造
作
は
除
外
さ
れ
、
分
離
さ
れ
る
の
で
あ
る
υ

(
9〉

明
治
十
年
四
月
二
日
福
島
裁
判
所
偶

第
一
条
本
年
内
務
省
甲
第
六
号
ヲ
以
テ
自
今
建
物
書
入
質
ノ
証
書
面
一
一

造
作
ノ
有
無
記
載
可
致
旨
布
達
相
成
候
上
ハ
人
民
之
レ
ヲ
遵
守
ス
ヘ
キ
ハ

勿
論
ノ
儀
ユ
一
候
得
共
如
シ
此
布
達
ニ
戻
リ
造
作
ノ
有
無
記
載
セ
サ
ル
モ
ノ

ハ
其
造
作
ノ
ミ
特
取
ノ
権
ヲ
失
フ
迄
一
一
テ
明
治
八
年
第
百
四
十
八
号
公
布

建
物
書
入
質
ノ
効
ニ
於
テ
妨
ナ
キ
ハ
勿
論
ノ
儀
ト
相
心
得
可
然
哉

マ
マ
十
年
四
月

措
令
十
二
日

伺
ノ
通
但
シ
該
布
達
周
知
以
前
ノ
分
ハ
固
ヨ
リ
限
外
ナ
リ
ト
可
相
心
得
候
事

第
二
条
従
前
建
物
ヲ
目
ス
ル
ニ
庇
縁
板
敷
居
鴨
居
等
構
造
シ
有
之
分
ハ

附
着
連
合
ノ
不
動
産
ナ
ル
ヲ
以
テ
殊
更
ニ
之
レ
ヲ
分
離
セ
ス
其
有
形
ノ
俊

ニ
テ
処
分
致
シ
来
リ
候
処
爾
後
前
条
内
務
省
布
達
ニ
戻
ル
モ
ノ
ハ
従
前
ノ

契
約
ト
イ
へ
ト
モ
分
離
ノ
処
分
ス
ヘ
キ
哉
又
ハ
従
前
ノ
契
約
ハ
前
記
慣
行

ニ
依
テ
処
分
シ
可
然
哉

指
令

抵当権と従物(1)

前
条
ノ
理
由
ナ
ル
ニ
付
従
前
慣
行
ノ
法
ニ
拠
リ
処
分
ス
可
キ
事

(
理
)
福
島
裁
判
所
何
本
年
内
務
省
甲
第
六
号
布
達
ハ
息
ニ
八
年
太
政
官

第
百
四
十
八
号
布
告
建
物
寄
人
質
規
則
ヲ
綴
密
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
シ

テ
其
ノ
之
レ
ヲ
遵
守
セ
シ
ム
ル
ヤ
蓋
シ
人
民
周
知
ノ
日
ヨ
リ
算
ス
ヘ
キ
ハ

宜
シ
ク
法
理
ノ
原
旨
ニ
叶
ヘ
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
ナ
リ

さ
ら
に
内
務
省
は
、
運
搬
の
容
易
な
も
の
に
公
証
の
効
力
を
認
め
る
と
取
扱

上
問
題
が
生
ず
る
と
の
考
慮
か
ら
、
畳
建
具
を
記
載
し
て
も
公
証
を
与
え
な

い
と
の
指
令
を
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
太
政
官
に

(mv 

伺
出
で
た
。

書
人
質
造
作
品
区
分
ノ
儀
ニ
付
伺

過
般
石
川
県
ヨ
リ
建
物
書
入
質
証
書
中
戸
障
子
畳
等
ヲ
記
載
ス
ル
モ
ノ
公

証
ノ
儀
伺
出
ニ
付
公
証
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ
ニ
無
之
旨
及
指
令
置
候
ヨ
リ
今
般

別
紙
之
通
伺
出
取
調
候
処
容
易
ニ
運
搬
シ
得
ル
雑
具
ニ
対
シ
公
証
ノ
効
ヲ

有
セ
シ
メ
候
ハ
取
扱
方
相
立
難
ク
就
テ
ハ
建
物
ニ
附
着
シ
本
建
ヲ
致
損
セ

サ
レ
ハ
取
除
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
総
テ
造
作
ト
称
ス
ル
儀
ト
相
定
メ
可

然
哉
尤
造
作
ハ
数
多
種
類
モ
可
有
之
ニ
付
一
々
品
目
ヲ
定
メ
サ
ル
方
可
然

ト
存
候
得
共
疑
義
ニ
渉
リ
候
ニ
付
此
段
相
伺
候
也

明
治
十
五
年
二
月
六
日

内
務
卿
山
田
額
義

太
政
大
臣
三
条
実
美
殿

し
か
し
太
政
官
は

伺
ノ
趣
ハ
明
治
十
年
其
省
甲
第
六
号
布
達
ニ
従
ヒ
伺
ホ
地
方
ノ
慣
称
ニ
拠

ル
へ
シ
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と
指
令
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。

以
よ
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
か
、
旧
登
記
法
(
明
治
一
九
年
法
律
第
一
号
)

七
条
二
項
は
、
建
物
の
質
入
金
百
人
の
登
記
に
お
い
て
造
作
の
有
無
を
記
載
す

べ
き
旨
を
定
め
た
。
し
か
し
実
務
の
取
扱
い
に
お
い
て
は
、
従
来
の
制
限
的

な
態
度
を
緩
和
し
、
記
載
す
べ
き
「
造
作
」
の
中
に
は
畳
建
具
を
含
む
と
さ

ハ
nv

れ
た
。
し
か
し
逆
に
い
え
ば
、
依
然
と
し
て
、
登
記
簿
に
こ
れ
ら
の
記
載
が

な
け
れ
ば
抵
当
権
が
及
ば
な
い
|
|
少
な
く
と
も
、
抵
当
権
の
及
ぶ
こ
と
が

〈ロ)

対
抗
力
を
も
た
な
い
l
l
l
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
公
証
実
務
の
取
扱
い
を
二
つ
の
点
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
第

一
は
、
造
作
畳
建
具
に
抵
当
権
(
書
入
質
)
が
及
ぶ
か
否
か
は
当
事
者
の
意

思
に
任
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
造
作
畳
建
具
の
有
無
を
記
載
で
き

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
り
取
扱
い
も
変
化
し
た
け
れ
ど
も
、
記
載

が
な
け
れ
ば
抵
当
権
が
及
ば
な
い
と
し
た
点
で
は
抵
当
権
の
範
囲
の
公
示
を

重
視
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

2 

経
営
の
た
め
の
附
属
物
に
つ
い
て

徳
川
時
代
の
末
か
ら
明
治
初
期
に
お
い
て
も
、
不
動
産
が
そ
れ
に
附
属
す

る
設
備
と
と
も
に
一
個
の
営
業
体
と
し
て
抵
当
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
と
く
に
湯
屋
、
酒
醸
造
業
、
床
屋
(
髪
結
営
業
)
は

株
と
し
て
、
売
買
・
賃
貸
・
質
入
の
み
な
ら
ず
、
し
ば
し
ば
抵
当
(
書
入
〉

ハロ〉

の
対
象
と
も
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
ほ
か
に
も
、
建
物
諸
道
具
を

ハ
M
V

含
め
て
鉱
山
を
質
入
(
年
季
本
物
返
)
し
た
例
、
遊
女
諸
道
具
を
含
め
て
遊

合
同
)

女
屋
を
書
入
れ
た
例
、
建
物
諸
道
具
と
と
も
に
塩
浜
を
質
入
(
た
だ
し
債
務

(
叫
山
)

者
が
使
用
収
益
を
継
続
)
し
た
例
な
ど
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
例
は
少

な
い
。
そ
し
て
抵
当
権
が
こ
れ
ら
の
設
備
に
及
ぶ
か
否
か
が
法
廷
で
争
わ
れ

た
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
、
先
に
み
た
書
入
規
則
、
旧
登
記
法
に
お

い
て
議
論
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

〈
口
〉に
、
明
治
二

0
年
代
ま
で
は
消
費
信
用
の
た
め
の
貸
付
が
主
で
、
営
業
財
産

を
引
当
と
す
る
生
産
信
用
は
希
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

〈

1
)

小
早
川
、
日
本
担
保
法
史
序
説
二
四
一
一
貝
、
コ
二
一
頁
以
下
、
石

井
良
助
、
日
本
法
制
史
概
説
五
五
四
頁
。

(

2

)

徳
川
時
代
の
事
例
と
し
て
は
、
「
建
家
:
:
:
土
蔵
壱
ケ
所
持
汁
-
一
家

財
北
ハ
貴
殿
方
江
古
冗
渡
申
処
:
:
:
」
(
天
保
一
三
年
(
一
八
四
四
年
〉
江

戸
下
谷
の
例
、
徳
川
時
代
民
事
慣
例
集
不
動
産
ノ
部
(
上
)
司
法
資
料

第
二
百
五
号
二
二
頁
)
が
あ
る
。

(

3

)

大
判
明
治
一

O
年
一
月
三
一
日
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判
決
録
1

一
O
三
頁
の
事
例
(
京
都
、
慶
応
二
年
の
契
約
)
、
大
判
明
治
一
一
年

一
O
月
一
一
一
日
同
上
3
二
六
八
頁
の
事
例
(
岐
阜
県
、
明
治
九
年
の
契

約
)
、
大
判
明
治
一
二
年
三
月
三
一
日
向
上
4
二
四
=
貝
の
事
例
(
東

京
、
明
治
九
年
の
契
約
〉
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ハ
4
)

明
治
文
化
史
日
風
俗
編
入

O
頁
(
直
江
広
治
)
「
も
と
は
家
の
中

の
部
屋
は
板
の
間
で
、
家
人
は
じ
か
に
こ
れ
に
坐
っ
た
も
の
で
、
敷
物

な
ど
は
用
い
な
か
っ
た
。
:
:
・
明
治
を
機
と
し
て
次
第
に
廊
下
勝
手
以

外
は
こ
と
ご
と
く
畳
を
敷
く
べ
き
も
の
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

そ
れ
で
も
ふ
だ
ん
は
畳
を
つ
み
重
ね
て
お
く
家
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

:
:
明
治
年
聞
は
、
い
わ
ば
畳
が
も
と
敷
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て

行
こ
う
と
す
る
過
程
で
あ
っ
た
。
」
ま
た
同
書
八
一
頁
に
よ
る
と
、
「
柱

と
柱
と
の
問
に
悉
く
、
か
も
い
、
し
き
い
を
取
り
つ
げ
て
、
板
戸
、
唐

紙
戸
に
よ
っ
て
家
を
こ
ま
か
く
区
切
る
と
い
う
傾
向
」
は
、
明
治
に
な

り
明
か
り
障
子
が
普
及
し
た
こ
と
に
よ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

柳
田
国
男
・
明
治
大
正
史
世
相
編
ハ
平
凡
社
東
洋
文
庫
版
〉
七
九
頁
も

同
様
の
事
情
を
説
く
。

(

5

)

造
作
畳
建
具
の
付
か
な
い
建
物
賃
貸
の
慣
行
に
つ
い
て
は
、
鈴
木

禄
弥
「
借
地
借
家
法
前
史
(
一
)
」
法
学
二
六
巻
二
号
三
一
頁
を
参

照。

(

6

)

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
福
島
「
財
産
法
」
講
座
日
本
近
代
法
発
達
史

-
凶
五
頁
な
ど
を
参
照
。

(

7

)

以
下
は
、
平
氏
浜
田
某
か
ら
の
伺
(
明
治
九
年
二
月
)
に
対
す
る

東
京
府
権
知
事
の
指
令
系
と
内
務
省
の
指
令
(
明
治
九
年
三
月
一
四
日
)

ハ
法
例
議
纂
民
法
会
第
三
版
明
治
九
年
八
六
六
丁
以
下
)
で
あ
る
。

ハ
8
〉
民
事
要
録
丁
編
六
一
一
了
。
な
お
ζ

の
布
達
の
存
在
は
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
福
島
・
前
掲
五
七
頁
、
清
水
「
財
団
抵
当
法
」
日

本
近
代
法
発
達
史
4
八
頁
な
ど
。

ハ
9
)

民
事
要
録
了
編
六
三
四
丁
以
下
。

(

ω

)

類
取
刑
法
規
第
五
編
下
一
六
八
頁
。
一
六
九
頁
以
下
に
は
本
文
の

「
今
般
別
紙
之
通
伺
」
の
内
容
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
省
略
す
る
。
な

お
、
こ
の
太
政
官
指
令
は
福
島
・
前
掲
六
一
一
呉
注
(
四
)
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

〈

U
)

登
記
事
務
質
疑
録
(
横
瀬
・
登
記
法
例
全
書
(
明
治
二
三
年
〉
囚

四
了
に
掲
載
可
大
蔵
省
主
税
局
の
照
会
に
対
す
る
明
治
二

O
年
三
月

三
O
日
の
民
事
局
回
窓
口
(
同
委
五
四
了
に
掲
載
)
。
坂
崎
・
登
記
法
実

用
第
二
篇
(
明
治
二

O
年
八
月
)
六

O
頁
(
同
氏
は
登
記
法
実
用
全

(
明
治
二

O
年
二
月
)
一
四
頁
で
は
旧
来
の
取
扱
に
従
っ
て
造
作
に
畳

建
具
を
含
ま
な
い
と
説
い
て
い
た
が
、
旧
登
記
法
の
数
カ
月
の
実
施
を

見
て
、
畳
建
具
を
含
む
と
改
説
し
て
い
る
)
。

総
じ
て
旧
登
記
法
の
下
で
は
、
不
動
産
の
附
属
物
は
広
く
詳
し
く
記

載
す
る
方
針
が
採
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
o

例
え
ば
、
「
本
家
ニ
附
属
ス

ル
土
蔵
納
屋
雪
隠
等
モ
構
造
ノ
種
類
造
作
ノ
有
無
ハ
必
ス
之
ヲ
要
ス

ル
」
(
久
世
登
記
所
よ
り
の
請
訓
に
対
す
る
明
治
二

O
年
三
月
二
日
の

内
訓
ハ
横
瀬
・
前
掲
書
五
一
丁
に
掲
載
〉
。
ま
た
、
宅
地
の
庭
木
・
庭

石
、
山
林
の
樹
木
に
つ
い
て
も
土
地
の
登
記
簿
に
そ
の
有
無
を
記
載
で

き
る
と
さ
れ
た
(
登
記
事
務
質
疑
録
(
横
滅
・
前
掲
喜
四
三
丁
に
掲

載
)
、
新
潟
治
安
裁
判
所
よ
り
の
質
義
に
対
す
る
明
治
二

O
年
一
月
二

一
日
の
民
事
局
回
答
(
同
書
五
三
丁
に
掲
載
)
〉
。
そ
し
て
造
作
の
有
無

に
つ
い
て
は
「
品
目
ヲ
区
別
シ
テ
記
載
ス
ル
モ
又
ハ
単
ニ
有
無
ヲ
記
載

ス
ル
モ
可
ナ
リ
」
、
「
造
作
ノ
物
口
問
中
不
足
或
ハ
除
グ
ヘ
キ
物
品
ア
ル
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ト
キ
ハ
何
々
品
不
足
又
ハ
何
々
ヲ
除
ク
ト
記
入
」
す
べ
き
だ
と
さ
れ
た

(
登
記
事
務
質
疑
録
(
横
瀬
・
前
掲
書
四
四
丁
に
掲
載
)
。
な
お
こ
の

よ
う
な
取
扱
は
旧
登
記
法
の
立
法
者
の
意
思
で
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

(
元
老
院
会
議
筆
記
明
治
十
九
年
七
月
二
十
日
(
村
上
「
登
記
法
制
定

に
関
す
る
元
老
院
会
議
録
伺
」
民
事
月
報
一
五
巻
二
号
一
七
八
頁
)
で

の
内
閣
委
員
周
布
公
平
の
七
条
二
号
に
関
す
る
説
明
を
参
照
。
〉
。

ハ
ロ
〉
大
判
明
治
二
六
年
二
月
二
七
日
裁
判
粋
誌
八
巻
上
二
八
頁
(
後
掲

三
八
九
頁
〔
ロ
〕
)
は
、
旧
登
記
法
の
下
で
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
っ
て

い
'
Q
o

(
日
)
湯
屋
に
つ
い
て
は
、
石
井
良
助
・
続
江
戸
時
代
漫
筆
六
九
頁
以
下

の
事
例
が
あ
る
。
沼
醸
造
業
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
・
前
掲
書
四
二
七

頁
の
事
例
、
大
判
明
治
一
一
年
五
月
二
二
日
明
治
前
期
大
審
院
民
事
判

決
録
2
一
五
八
頁
の
事
例
(
堺
県
、
明
治
八
年
の
契
約
〉
が
あ
る
。
ま

た
、
全
国
民
事
慣
例
類
集
五
四
二
了
に
は
、
「
酒
造
株
~
諮
問
向
島
恥
M

諸
器
械
弁
」
を
本
銭
返
の
形
式
こ
よ
っ
て
質
入
し
た
例
が
み
ら
れ
る

モ

一

切

』

(
周
防
国
吉
敷
郡
〉
。
床
屋
に
つ
い
て
は
、
小
早
川
・
前
掲
室
百
四
二
七

頁
以
下
の
諸
事
例
、
石
井
・
前
掲
書
六
二
頁
を
参
照
。

(
H
H

〉
小
早
川
・
前
掲
書
四
四
二
頁
以
下
の
事
例
。

(
日
)
民
事
要
録
丙
編
三
二
六
了
の
事
例
(
「
遊
女
不
残
並
家
作
衣
類
手

道
具
共
我
等
所
持
之
口
問
不
残
害
入
置
可
申
候
」
、
東
京
都
、
明
治
四
年

の
契
約
)
。

(
叫
山
)
民
事
要
録
甲
編
九
六
一
丁
の
事
例
(
広
島
県
、
明
治
一
年
の
契

約〉。

〈

口

)

清
水
・
前
掲
「
財
団
抵
当
法
」
一

O
O資。

法
典
編
纂
の
過
程

明
治
二

0
年
代
か
ら
三

0
年
代
に
か
け
て
の
諸
法
典
の
編
纂
過
程
に
お
い

て
、
抵
当
権
の
範
囲
の
問
題
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
か
。
旧
民
法
典

(
明
治
二
三
年
四
月
二
一
日
公
布
〉
、
民
事
訴
訟
法
典
(
同
日
公
布
〉
、
現
行

民
法
典
(
明
治
二
九
年
四
月
二
七
日
公
布
)
、
不
動
産
登
記
法
(
明
治
三
二

年
二
月
二
四
日
公
布
)
の
順
に
見
て
み
よ
う
。

旧
民
法
典

旧
民
法
典
の
中
で
こ
の
問
題
に
関
係
す
る
の
は
、
抵
当
権
の
及
ぶ
範
囲
を

定
め
る
債
権
担
保
編
二

O
O条
一
項
(
「
抵
当
ハ
意
外
及
ヒ
無
償
ノ
原
因
ニ

由
リ
或
ハ
債
務
者
ノ
所
為
及
ヒ
費
用
ニ
因
リ
テ
不
動
産
-
一
生
ス
ル
コ
ト
有
ル

可
キ
増
加
又
ハ
改
良
ニ
当
然
及
フ
モ
ノ
ト
ス
但
他
ノ
債
権
者
ニ
対
シ
テ
詐
害

ナ
キ
コ
ト
ヲ
要
シ
且
前
章
ニ
規
定
シ
タ
ル
如
キ
エ
匠
、
技
師
及
ヒ
工
事
請
負

人
ノ
先
取
特
権
ヲ
妨
ケ
ス
」
)
と
、
性
質
に
因
る
不
動
産
に
関
す
る
財
産
編

土
地
ニ
定
著
シ
タ
ル
浴
場
、

八
条
(
本
稿
に
関
係
す
る
の
は
「
第
四

車
、
風
車
又
ハ
水
力
、
蒸
気
、
機
械
」
「
第
八
建
物
及
ヒ
兵
外
部
ノ
戸

扉
」
「
第
十
水
ノ
出
入
又
ハ
瓦
斯
、
湯
気
ノ
引
入
ノ
為
メ
土
地
又
ハ
建
物

ニ
附
著
シ
タ
ル
筒
管
」
「
第
十
一
土
地
又
ハ
建
物
ニ
附
著
シ
タ
ル
電
気
機
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器」
V

、
用
方
に
因
る
不
動
産
に
関
す
る
同
編
九
条
ハ
関
係
す
る
の
は
「
第
二

耕
作
用
ニ
備
ヘ
タ
ル
器
具
、
穂
子
、
藁
草
及
ヒ
肥
料
」

工
業
場

鉢
及
ヒ
岩
石
」

「
第
九

「
第
六

園
庭
ニ
装
置
シ
タ
ル
石
燈
籍
、
水

建
物
ニ
備
ヘ
タ
ル
畳
、
建
具
共
他
ノ
補
足
物
及
ヒ

一
備
ヘ
タ
ル
機
械
及
ヒ
器
具
」

「
第
八

段
損
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
取
致
ス
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
匿
額
、
E

波
磯
鏡
、
彫
刻
物
共

他
各
種
ノ
粧
飾
物
」
)
、
お
よ
び
従
た
る
物
に
関
す
る
同
一
綿
一
五
条
二
項
〈
「
用

方
ニ
因
ル
不
動
産
ハ
性
質
ニ
因
ル
不
動
産
ノ
従
ナ
リ
」
)
同
編
四
一
条
二
項

(
「
主
タ
ル
物
ノ
処
分
ハ
従
タ
ル
物
ノ
処
分
ヲ
帯
フ
但
反
対
ノ
証
拠
ア
ル
ト

キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
乙
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
起
草
に
際
し
て
も

抵
当
権
の
範
囲
の
問
題
は
あ
ま
り
議
論
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち

l
i

債
権
担
保
編
二

O
O条
-
項
の
起
草
過
程
に
お
い
て
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド

は
一
般
的
な
説
明
を
す
る
の
み
で
あ
川
、
法
律
取
調
委
員
会
も
、
抵
当
不
動

ハ
2
)

産
に
附
属
す
る
動
産
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
議
論
し
て
い
な
い
。

後
者
の
、
性
質
に
よ
る
不
動
産
、
用
方
に
因
る
不
動
産
、
従
た
る
物
に
つ

抵当権と従物(1)

い
て
は
若
干
の
議
論
が
あ
っ
た
ο

そ
の
議
論
中
か
ら
次
の
こ
と
を
指
摘
で
き

る
o
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
は
、
建
物
の
外
部
の
戸
扉
・
土
地
建
物
の
筒
管
を
性
質
に

よ
る
不
動
産
と
し
た
根
拠
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
物
が
建
物
を
完
全
な
も
の
に

ハ
S
〉

す
る
こ
と
を
挙
げ
る
の
に
対
し
、
用
方
に
困
る
不
動
産
の
根
拠
と
し
て
は
、
そ

(
4
)
 

れ
を
設
置
し
た
者
の
意
思
な
い
し
意
図
を
あ
げ
る
。
そ
し
て
用
方
に
因
る
不

動
産
で
あ
る
こ
と
の
効
果
と
し
て
第
一
に
、
反
対
の
合
意
が
な
い
限
り
不
動

産
の
譲
渡
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
挙
げ
て
そ
の
旨
を
従
た
る
物
に
関
す
る
財
産

編
一
五
条
、
四
一
条
二
項
で
明
文
化
し
、
第
二
に
執
行
法
上
の
効
果
と
し
て
別

個
に
動
産
差
押
さ
れ
ず
、
不
動
産
と
と
も
に
の
み
差
押
え
ら
れ
る
こ
と
、
第

三
に
抵
当
法
上
の
効
果
と
し
て
不
動
産
と
別
個
に
抵
当
に
入
れ
ら
れ
な
い
こ

(
5〉

と
を
付
け
加
え
る
。
こ
の
よ
う
に
ボ
ア
ソ
ナ
1
ド
は
、
用
方
に
困
る
不
動
産

が
関
係
す
る
紛
争
と
し
て
、
抵
当
権
の
範
図
よ
り
も
譲
渡
の
範
囲
の
問
題
を

主
と
し
て
考
え
て
お
り
、
ま
た
、
制
度
趣
旨
と
し
て
は
、
用
方
に
因
る
不
動

産
が
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
経
営
の
破
壊
を
防
止
す
る
こ
と
よ
り
も
設
置

(
5
a
)
 

者
の
意
思
に
重
心
を
置
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
続
く
法
律
取
調
委
員
会
で

は
、
抵
当
権
の
範
囲
の
問
題
は
全
く
触
れ
ら
れ
ず
、
譲
渡
の
範
囲
の
問
題
と

動
産
差
押
の
可
否
の
問
題
の
み
が
議
論
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー

ド
の
原
案
に
反
対
す
る
委
員
は
、
器
具
・
水
鉢
・
畳
・
建
具
は
通
常
土
地
建

物
と
は
別
に
売
買
し
て
お
り
、
た
と
え
畳
建
具
を
付
け
る
約
束
が
多
い
と
し

て
も
約
束
の
な
い
と
き
は
付
け
な
い
こ
と
、
黙
っ
て
い
る
と
こ
れ
ら
の
物
が

(
6〉

共
に
移
転
し
て
し
ま
う
の
は
妥
当
で
な
い
こ
と
、
を
主
張
し
た
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
意
見
に
対
し
て
は
、
畳
建
具
は
大
低
の
場
合
に
家
と
共
に
売
却

ハ
7
〉

し
て
い
る
こ
と
、
従
前
の
区
役
所
と
違
っ
て
今
日
の
登
記
所
で
は
畳
建
具
を

(
8
)
 

附
属
物
と
し
て
い
る
こ
と
(
前
述
三
七
八
頁
参
照
)
、
農
業
用
の
器
具
、
エ
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研究ノート

業
用
の
機
械
・
器
具
に
対
す
る
動
産
差
押
は
経
営
の
継
続
を
不
可
能
に
し
て

(
9〉

し
ま
う
か
ら
認
め
る
べ
き
で
な
い
こ
と
、
等
の
反
論
が
な
さ
れ
、
結
局
は
原

案
に
決
せ
ら
れ
た
。

民
事
訴
訟
法
典

従
物
に
抵
当
権
が
及
ぶ
か
と
い
う
問
題
に
は
、
執
行
法
上
二
つ
の
問
題
が

関
連
す
る
。
一
つ
は
、
不
動
産
執
行
が
そ
の
不
動
産
の
従
物
に
も
及
ぶ
か
と

い
う
問
題
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
抵
当
権
の
及
ぶ
従
物
に
対
し
動
産
執
行

が
認
め
ら
れ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
o

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

2 
な
議
論
が
あ
っ
た
か
を
見
て
お
こ
う
。

前
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
民
事
執
行
法
の
最
初
の
草
案
で
あ

ハ
帥
》

る
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
に
よ
る
「
財
産
差
押
法
草
案
」
(
一
八
八
二
年
、
明
治
一

五
年
)
は
規
定
を
置
か
な
か
っ
た
。
し
か
し
テ
ヒ
ョ

I
草
案
に
は
じ
ま
る
民

(
日
)

事
訴
訟
法
の
編
纂
過
程
(
一
八
八
四
年
、
明
治
一
七
年
一
八
九

O
年
、
明

治
二
三
年
〉
で
は
、
二
度
規
定
さ
れ
た
。
最
初
は
テ
ヒ
ョ

l
草
案
の
原
案

。
ァ
ヒ
ョ

1
訴
訟
規
則
修
正
原
按
)
に
お
い
て
で
あ
る
。

〈

ロ

〉

第
八
編
第
二
章
第
二
節
第
一
款
の
第
五
条
第
二
項

差
押
ハ
土
地
ニ
一
属
シ
タ
ル
有
形
動
産
ニ
シ
テ
土
地
ノ
管
理
ニ
付
テ
ノ
使
用

ノ
為
メ
定
メ
タ
ル
モ
ノ
ニ
及
ホ
ス
土
地
ノ
事
業
ニ
用
ヒ
タ
ル
土
地
ニ
付
テ

ハ
共
生
産
物
ニ
及
ホ
ス
但
次
ノ
収
獲
ニ
マ
テ
事
業
ヲ
継
続
ス
ル
為
メ
必
月

ナ
ル
モ
ノ
ニ
限
ル

二
度
目
は
、
法
律
取
調
委
員
会
の
報
告
委
員
に
よ
る
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案

で
あ
る
。

ハロ)

第
六
百
二
十
六
条
二
項

差
押
ハ
不
動
産
ニ
一
属
ス
ル
動
産
ヲ
包
含
ス
但
次
期
ノ
収
獲
マ
テ
農
事
ヲ
続

行
ス
ル
ニ
必
要
ナ
ル
農
産
物
ヲ
除
ク
ノ
外
他
ノ
農
産
物
及
ヒ
土
地
家
屋
ノ

賃
金
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス

(

M

)

 

参
照
条
文
に
よ
れ
ば
、
両
者
と
も
プ
ロ
イ
セ
ン
不
動
産
執
行
法
一
六
条
二
項

に
な
ら
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
前
者
は
、
民
事
訴
訟
法
取
調
委
員
会
に

お
い
て
、
こ
れ
ら
の
物
件
は
民
法
草
案
に
お
い
て
不
動
産
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
不
動
産
と
す
る
か
否
か
は
民
法
が
定
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
を
理
由

〈

日

)

(

日

山

〉

に
削
除
さ
れ
た
。
ま
た
後
者
は
、
法
律
取
調
委
員
会
で
は
認
め
ら
れ
た
け
れ

ど
も
、
元
老
院
に
お
け
る
予
備
審
査
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

い
ま
一
つ
の
問
題
で
あ
る
、
従
物
に
対
す
る
動
産
執
行
の
可
否
に
つ
い
て

は
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
財
産
差
押
法
草
案
が
、
差
押
禁
止
財
産
に
関
す
る
フ

ラ
ン
ス
民
事
訴
訟
法
五
九
二
条
に
な
ら
っ
て
、
従
物
、
用
方
に
因
る
不
動
産

に
対
す
る
差
押
を
一
般
的
に
禁
止
し
た
。
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V
 

門
第
十
五
条
〕
民
法
第
十
条
ノ
規
則
ヲ
以
テ
用
方
ニ
因
レ
ル
不
動
産
ナ
リ

ト
定
メ
ラ
レ
タ
ル
動
産
物
ハ
必
ス
共
附
着
ス
ル
不
動
産
ト
共
ニ
差
押
テ
為

ス
ニ
非
サ
レ
ハ
特
別
ニ
之
カ
差
押
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
但
シ
右
等
ノ
物

件
ニ
付
キ
代
金
ノ
弁
済
ヲ
受
ケ
タ
ル
売
主
又
ハ
自
己
ノ
入
費
ヲ
以
テ
之
ヲ

修
繕
シ
若
ク
ハ
之
ヲ
保
存
シ
タ
ル
者
ハ
之
カ
差
押
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
可
シ

(
刊
日
)

(
傍
蘭
西
訴
訟
法
第
五
百
九
十
二
条
参
照
)

そ
の
理
由
は
、

「
其
附
清
ス
ル
不
動
産
ト
分
チ
テ
之
ヲ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得

ル
ト
ス
ル
時
ハ
菅
ニ
其
動
産
ノ
価
直
ヲ
減
損
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
併
セ
テ
其
不

動
産
ノ
価
額
ヲ
減
少
ス
ル
ニ
至
ル
ヲ
免
カ
レ
ス
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
法
に
依
っ
た
テ
ヒ
ョ

1
草
案
で
は
こ
の
よ
う
な

抵当権と従物(1)

規
定
は
置
か
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
土
地
と
の
経
済
的
一
体
性
の
維
持
を

理
由
に
、
従
物
な
い
し
用
方
に
よ
る
不
動
産
に
対
す
る
別
個
の
差
押
を
制
限

す
る
考
え
は
、
当
時
ド
イ
ツ
で
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
思

(
刊
日
〉

わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
建
具
に
つ
い
て
は
債
務
者
の
最
低
生
活
の
保
障
と
い

う
趣
旨
か
ら
、
営
業
農
業
の
た
め
の
器
具
に
つ
い
て
は
職
業
の
保
障
と
い
う

趣
旨
か
ら
、
そ
れ
ら
に
不
可
欠
で
あ
る
場
合
に
限
っ
て
動
産
差
押
が
禁
止
さ

れ
た
に
と
ど
ま
っ
た
(
民
事
訴
訟
法
五
七

O
条
一
項
一
号
三
号
四
号
参
照
〉
。

こ
の
よ
う
に
、
抵
当
権
が
従
物
に
及
ぶ
こ
と
を
執
行
法
上
確
保
す
る
制
度

(
却
)

は
、
結
局
立
法
化
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
動
産
差
押
の
禁
止
規
定
に
つ

い
て
い
え
ば
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
が
用
方
に
因
る
不
動
産
の
効
果
と
し
て
考
え

て
い
た
も
の
の
う
ち
不
動
産
と
の
一
体
性
の
維
持
と
い
う
趣
旨
の
最
も
顕
著

な
も
の
が
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

3 

現
行
民
法
典

現
行
民
法
典
の
起
草
過
程
に
お
い
て
、
抵
当
権
の
及
ぶ
範
囲
は
さ
ら
に
制

限
さ
れ
、
か
っ
、
そ
の
制
度
趣
旨
と
し
て
抵
当
不
動
産
と
附
属
物
と
の
一
体

性
の
維
持
で
は
な
く
て
当
事
者
の
意
思
が
よ
り
顕
著
に
な
っ
た
。

す
な
わ

ち
、
抵
当
権
の
範
囲
に
関
す
る
三
七

O
条
に
お
い
て
は
、
建
物
の
増
築
、

「
雑
作
」
を
念
頭
に
お
い
て
「
附
加
シ
テ
之
ト
一
体
ヲ
成
シ
タ
ル
物
」
と
い

〈
幻
〉

う
制
限
的
な
文
一
言
を
採
用
し
た
。
と
同
時
に
、
本
条
が
「
随
意
的
ノ
規
定
」

(
任
意
規
定
)
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
但
書
の
例
外
に
、
旧
民
法
典
に
は

な
か
っ
た
「
設
定
行
為
ニ
別
段
ノ
定
ア
ル
ト
キ
」
と
い
う
文
言
を
新
た
に
加

え
た
。
こ
の
当
事
者
の
意
思
に
よ
る
除
外
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
あ
る
い
は

ド
イ
ツ
民
法
典
の
誇
草
案
に
は
な
く
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
法
、
イ
ン
ド
の
財
産

(
m
μ
)
 

法
を
参
考
に
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
従
物
に
関
す
る
八
七
条
の
起
草
に
お
い

て
は
、
旧
民
法
典
が
用
方
に
因
る
不
動
産
と
し
た
物
件
が
主
た
る
不
動
産

の
処
分
に
含
ま
れ
る
の
は
し
ば
し
ば
本
邦
の
慣
習
に
反
し
不
慮
の
損
害
を

も
た
ら
す
と
い
う
理
由
か
ら
、
用
方
に
よ
る
不
動
産
と
い
う
概
念
を
廃
し

(
幻
)
た
。
そ
の
代
り
に
、
も
っ
ぱ
ら
取
引
処
分
の
範
閣
の
問
題
を
念
頭
に
置
き
、
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そ
の
一
般
的
な
某
準
を
定
め
る
も
の
と
し
て
従
物
概
念
を
規
定
し
な
お
し

ハ
お
)
た
。
こ
う
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
・
旧
民
法
典
の
用
方
に
よ
る
不
動
産
、

ド
イ
ツ
法
の
従
物
で
は
、
不
動
産
と
の
一
体
性
の
維
持
と
い
う
趣
旨
に
基
づ

き
、
処
分
の
範
囲
の
問
題
だ
け
で
な
く
抵
当
権
設
定
後
の
附
属
物
に
対
す
る

抵
当
権
の
効
力
、
附
属
物
に
対
す
る
動
産
4
4
4

押
の
問
題
な
ど
多
様
な
効
果
を

(
お
)

考
え
て
い
た
の
に
対
し
、
現
行
民
法
典
の
従
物
概
念
は
取
引
目
的
物
の
範
囲

に
関
す
る
当
事
者
の
意
思
解
釈
、
そ
の
補
充
規
定
と
し
て
の
み
設
定
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

最
後
に
、
八
七
条
の
従
物
と
三
七

O
条
の
附
加
物
と
、
そ
れ
に
二
四
二
条

の
附
合
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
起
草
委
員
は
、
附
合
物
は
物
の
一
部
分
を
な

す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
従
物
は
別
個
独
立
の
も
の
と
し
て
対
置
さ
せ
、
附

〈
叩
山
〉

加
物
も
ま
た
物
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
附
合
物
と
同
視
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
従
物
は
三
七

O
条
の
附
加
物
に
含
ま
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
と
思

わ
れ
る
。

4 

不
動
産
登
記
法

現
行
不
動
産
登
記
法
の
起
草
過
程
で
は
、
不
動
産
の
附
属
物
の
公
示
に
つ

い
て
の
議
論
は
み
ら
れ
な
い
。
関
連
す
る
の
は
、
建
物
登
記
の
記
載
事
項
に

関
す
る
三
七
条
一
項
(
昭
和
三
五
年
の
改
正
の
際
に
、
三
六
条
三
項
に
移
さ

れ
て
い
る
。
)
と
抵
当
権
設
定
登
記
に
関
す
る
一
一
七
条
で
あ
る
が
、
起
草

委
員
の
原
案
も
梅
委
員
の
修
正
案
も
こ
の
問
題
を
特
に
は
考
慮
し
て
お
ら

〈
幻
)

ず
、
審
議
に
お
い
て
も
議
論
が
な
く
、
最
終
的
な
法
文
に
お
い
て
も
一
一
七

条
が
、
民
法
三
七

O
条
但
蓄
の
定
め
の
あ
る
と
き
は
そ
れ
を
登
記
申
請
書
に

記
載
す
べ
き
こ
と
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
附
属
物
の
有
無
を
で
き
る

限
り
記
載
す
る
と
い
う
、
旧
登
記
法
七
条
の
下
で
の
取
扱
い
が
、
な
ぜ
棄
て

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
一
定
の
附
属
物
に
は
不
動
産
の
処
分

が
及
ぶ
こ
と
が
一
般
的
な
意
識
と
な
り
、
敢
え
て
記
載
を
要
す
る
ま
で
も
な

い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
現
行
不
動
産
登
記
法
の
実
務

で
は
、
建
物
抵
当
権
が
畳
建
具
造
作
に
及
び
土
地
抵
当
権
が
庭
木
庭
石
に
及

ぶ
こ
と
は
法
律
〈
そ
れ
ぞ
れ
民
法
八
七
条
三
七

O
条
〉
に
よ
る
効
果
で
あ

(
お
)

り
、
登
記
を
要
し
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
1
〉
回
。
同
印
印
。

zk戸
り
悶
u

司
円
。
」
叩
時
色
。
【
UOLon--]
匂

OEH-T
切吉田弘同町

ιロ

』昌
o
P
R
n
o居
間
出
向
ロ
恥
円
己
目

n
O
B
g
g
E
3・
5
ロ4
・E
-
L・司・

Z
2・

ロ。
m
A
F
H
H
.
A
F
H
N

・

〈
2
)

こ
れ
に
対
し
土
地
の
抵
当
権
が
地
上
の
建
物
に
及
ぶ
か
、
建
物
の

抵
当
権
が
増
改
築
部
分
に
及
ぶ
か
、
は
議
論
さ
れ
た
(
法
典
調
査
会
民

法
草
案
財
産
担
保
編
議
事
筆
記
自
第
七
十
七
回
至
第
八
十
一
回
一
七
四

|
一
七
八
丁
)
。

(

3

)

回
。
岡
山
印
。
Z〉
ロ

F
O
H】
己
仲
J

同
H

ロ。・]{叶(司・

ω叶一)・

な
お
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
当
初
の
考
え
は
、

P
2
2
待
。
。
ι
o
n
E
]
匂

0
5
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抵当権と従物(1)

宮
古
司

O
P
R
n
O
B苦
肉
忠
弘
・

5
8
E
g
g
s
-
z
u
F
H
l同
・
同
∞
∞
0
・

3
・
N
h
l
ω
H

に
み
ら
れ
る
が
、
法
律
取
調
委
員
会
の
後
の
最
終
的
な
考

え
と
基
本
的
な
点
に
お
い
て
同
じ
な
の
で
、
以
下
で
は
前
掲
書
で
引
用

す
る
。

ハ
4
)

回
。

H印印
O
Z〉
U
開・
0
司

-
n
-
F
ロ
o
H∞(同yu∞
Y
ロ。

H∞
『
ぽ
(
同
v
u
・
ω
∞
-

A
F
Y
A
F
N
)

・

(

5

)

ロO
回
目
印

O
Z〉
U
F
O唱
-n-F-
ロ。]{由・

(
5
a
)

ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
見
解
の
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
従
来
の
理
解

〈
福
島
・
清
水
・
前
掲
・
法
律
時
報
二
八
巻
一
一
号
五
頁
、
清
水
・
前

掲
、
日
本
近
代
法
発
達
史
4
}
(
U
一
一
頁
は
、
用
方
に
因
る
不
動
産
の
制

度
趣
旨
と
し
て
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
は
経
営
の
破
壊
の
防
止
を
考
え
て
い

た
、
と
す
る
〉
と
は
や
や
異
な
る
。
い
ず
れ
の
理
解
が
正
し
い
の
か
、

ま
た
、
ボ
ア
ソ
ナ
l
ド
の
見
解
が
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
中
で
ど

の
よ
う
な
位
置
を
占
め
て
い
た
か
、
の
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い

と
思
う
。

(
6
〉
法
典
調
査
会
・
民
法
草
案
財
産
編
再
調
査
案
議
事
筆
記
自
第
一
回

至
第
六
回
四
四
丁
裏
、
四
五
丁
、
四
六
丁
裏
(
以
上
(
元
)
尾
崎
委

員
)
、
同
四
五
了
裏
(
松
岡
委
員
)
、
同
四
六
丁
表
(
様
村
委
員
〉
。

ハ
7
)

法
典
調
査
会
・
同
書
四
五
六
丁
(
今
村
・
栗
塚
報
告
委
員
〉
。

な
お
問
書
四
六
丁
に
栗
塚
報
告
委
員
の
次
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

「
実
地
裁
判
官
ニ
問
フ
ニ
ド
ウ
シ
テ
モ
家
ヲ
売
ル
ニ
ハ
東
京
市
街
ハ
借

家
人
が
多
イ
カ
ラ
家
ノ
持
主
ト
造
作
ノ
持
主
ト
ハ
違
フ
:
:
:
一
般
日
本

全
国
ヲ
通
覧
ス
ル
ト
畳
建
具
ハ
成
程
動
産
ダ
ガ
用
方
ニ
因
ッ
テ
動
不
動

ヲ
論
ズ
ル
ト
多
ク
ハ
日
本
慣
習
デ
モ
畳
建
具
ハ
建
物
-
一
備
ッ
タ
物
一
ア
皆

ナ
家
ニ
付
ク
カ
慣
例
テ
多
イ
ト
云
フ
研
究
ガ
ア
ツ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」

(
8
〉
法
典
調
査
会
・
同
書
四
八
丁
表
ハ
南
部
委
員
〉
。

ハ
9
〉
法
典
調
査
会
・
同
書
四
六
、
四
七
、
五

O
了
(
栗
塚
報
告
委
員
、

箕
作
委
員
長
)
。

(
叩
)
(
日
)
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
宮
脇
「
不
動
産
執
行
沿
草
史
」
法
曹

時
報
二

O
巻
一

O
号
七
頁
以
下
、
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
さ
れ
る
文
献
を

参
照
。

(
ロ
)
委
員
修
正
民
事
訴
訟
規
則
第
八
編
ノ
三
・
四
丁
に
よ
る
。

〈
日
〉
民
事
訴
訟
法
草
案
議
案
意
見
書
「
民
事
訴
訟
法
草
按
議
按
第
四
十

二
号
」
五
了
。

(

M

)

宮
脇
「
プ
ロ
イ
ヤ
ン
不
動
産
執
行
法
」
民
訴
雑
誌
一
四
号
九
七
頁

に
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

(
日
)
前
注
(
ロ
)
を
参
照
。

(
官
山
)
民
事
訴
訟
法
草
按
議
事
筆
記
七
巻
四
五
了
。

ハ
η
)
旧
民
法
典
の
草
案
の
第
十
条
(
制
定
法
典
の
財
産
編
第
九
条
に
相

当
す
る
)
を
さ
す
。

(
時
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
ボ
ア
ソ
ナ
I
ド
氏
稿
・
財
産
差
押
法
草
案
並

註
解
四
八
了
。

(
四
〉
穴
o
E
2・
N
ロ
同
戸
市
}
H
H
m
4
0
ロ
仏
開
口
司
町
三
宮
開
口
N
g
y
』

r
m江
田
関
白

Y
Z
E
n
r
2・出品

Mm-ω-UHis-
な
お
、
我
妻
・
前
掲
「
抵
当
権
と

従
物
の
関
係
に
つ
い
て
」
三

O
頁
、
竹
下
、
不
動
産
執
行
法
の
研
究
一

四
頁
、
四
二
頁
参
照
。
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〈
初
)
立
法
化
は
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
従
物
・
用
方
に
因
る
不
動
産
に
対

す
る
差
押
を
禁
止
す
る
と
い
う
見
解
は
、
当
時
の
実
務
に
一
定
の
影
響

力
を
も
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
判
事
今
村
信
之
演
述
・
執
達
吏

事
務
停
習
筆
記
(
明
治
二
六
年
)
二
二
一
一
貝
、
二
五

O
頁
、
二
六
二
一
貝

は
、
家
屋
に
附
着
し
た
畳
・
建
具
(
襖
・
障
子
)
は
用
方
に
よ
る
不
動

産
で
あ
る
か
ら
別
個
に
動
産
と
し
て
差
押
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
説

い
て
い
る
。

(
幻
)
法
典
調
査
会
・
民
法
議
事
速
記
録
二
ハ
巻
九
丁
、
二
六
丁
、
一
ニ
七

丁
(
梅
起
草
委
員
〉
。

(
幻
〉
以
上
に
つ
い
て
、
同
右
一
一
丁
、
一
三
了
(
梅
起
草
委
員
)
。

(
お
〉
法
典
調
査
会
・
民
法
総
会
議
事
速
記
録
第
五
巻
二

O
了
の
富
井
起

草
委
員
の
発
言
(
「
畳
建
具
ノ
如
キ
ハ
既
成
法
典
ニ
於
テ
ハ
用
方
ニ
因

ル
不
動
産
ニ
ナ
ッ
テ
居
リ
マ
ス
:
:
:
我
邦
ノ
慣
習
ニ
於
テ
ハ
畳
建
具
ト

云
フ
モ
ノ
ハ
其
家
ト
別
ノ
方
ニ
ナ
ッ
テ
居
ラ
ウ
ト
忍
ヒ
マ
ス
定
着
物
デ

ナ
イ
」
)
に
よ
る
と
、
本
邦
の
慣
習
に
反
し
不
慮
の
損
害
を
も
た
ら
す

場
合
の
一
と
し
て
、
畳
建
具
を
考
え
て
い
た
と
恩
わ
れ
る
。

(
出
)
以
上
に
つ
い
て
、
法
典
調
査
会
、
民
法
主
査
会
速
記
録
第
六
巻
一

三
丁
裏
、
四
=
一
丁
、
四
四
丁
、
法
典
調
査
会
、
民
法
総
会
議
事
速
記
録

第
五
巻
三
三
丁
(
い
ず
れ
も
富
井
起
草
委
員
〉
。
起
草
者
の
こ
の
考
え

は
、
現
行
民
法
典
八
七
条
二
項
(
従
タ
ル
物
ハ
主
タ
ル
物
ノ
処
分
ニ
随

フ
〉
の
原
案
に
「
但
反
対
ノ
意
思
ア
ル
ト
キ
ハ
此
限
ニ
在
ラ
ス
」
と
い

う
但
書
が
付
い
て
い
た
こ
と
に
も
み
ら
れ
る
。
(
こ
の
但
蓄
は
当
然
の

こ
と
で
な
く
て
も
よ
い
と
の
理
由
か
ら
削
除
さ
れ
た
。
向
上
四
四
丁
参

照
。
)
こ
の
よ
う
に
取
引
の
範
囲
の
問
題
に
限
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

あ
る
委
員
は
本
条
を
債
権
編
の
行
為
の
箇
所
に
定
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
主
張
し
て
い
る
(
向
上
三
六
丁
)
。

(
お
)
旧
民
法
典
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
と
こ
ろ
を
参
照
。
フ
ラ
ン
ス
民

法
典
に
つ
い
て
は
「
〉
c
a
w
Z
叶い》ロロロ岡田拓国内田
o
e
o
H
H
2
2
】同門白ロ
m
巳
タ

同・

4
・・
ω
。恥仏
J
H
∞
叶
∞
・
ロ
SAFωω
・
AH
叶NiAF
叶h
伸
一
回
〉
C
U目
4
・F
〉門
U

〉
Z
叶ロ
A
l

何回同
H
W
O悼
の
出
〉
C
〈
肘
〉
d
-
寸
円
回
目
広
仲
FA山O
ユ』ロ
O

伺仲間
VHMwt
』口。内田町

《山門
O
広
2
4子
同
)O
田
E
Oロ
P
H
∞
由
少
ロ
。
印
叶
い
刀
凡
山
司
。
ュ
o-
円。

mbロ恥『印
]ι
ロ

門町
O
X

同門

S
3
2
H・
醤

J
Z
2・《回目
g
C
ロ。
m
M
誌
刊
仲
田
・
最
近
の
も

の
と
し
て
は
、
何
回
司
開
問
、
叶
己
∞
O
C
F
〉
Z
の
何
回
戸
、
吋
『
包
広
仏
O

門田町
D
広門戸
4FY

F
同

J
H
也印叶抽出。

N
H
g
一』ロ江田

2

2

8
ロ
デ
〉
3
・S
N
即
日
邸
宅
N
・
を
参

照
。
不
動
産
と
従
物
の
経
済
的
一
体
性
を
強
調
す
る
こ
の
考
え
は
ド
イ

ツ
で
は
、
民
法
典
制
定
以
前
に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
見
ら
れ
な
い
。
(
穴
oa

r
-
m
F
回
P
O
-
-
Z回目
y
ω
∞
∞
・
由
∞
句
山
v
r
H
∞ω
一
の
芯
円
r
p
ロ
巾
同
開
口
件
当
巴
門
町

冊目ロ何回『位認一品門口
n
r
m
ロ
。
2
2
N
r
z
n
r由
w
H
∞∞タ

ω
N
S
・
し
か
し
ド
イ

ツ
民
法
典
制
定
後
は
多
く
の
著
作
が
経
済
的
一
体
性
と
い
う
趣
旨
を
説

き
、
そ
こ
か
ら
抵
当
権
が
及
ぶ
こ
と
そ
の
他
の
効
果
を
説
明
し
て
い

る。

(N-
∞
-
盟
問
ロ
ロ
}
へ
印
穴
O
B
g
m
ロ
g
円
N
E
B
図
。
∞
-
一
回
門
田
J
A
H
〉
E
2
・・

H由同
ω
・
ω
N
C
H
U
F
Eロ
ロ
}
同
開
口
氏
穴
0
5
5
2
M
g『
N
Z
B
切
の
回
・
同
∞
ι・・

]{申吋∞-回田町
O
N・日
H
N
・

(
お
)
法
典
調
査
会
・
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
第
六
巻
四
三
丁
裏
四
四

丁
(
富
井
起
草
委
員
〉
o

そ
の
ほ
か
梅
・
民
法
要
義
巻
之
一
・
一
七
四

頁
、
富
井
民
法
原
論
一
巻
二
七
七
頁
を
参
照
。
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(
幻
)
以
上
に
つ
い
て
、
法
典
調
査
会
、
不
動
産
登
記
法
議
事
筆
記
一
巻

一
五

O
l
一
五
二
丁
、
二
巻
四
五
|
四
八
丁
、
九
五
|
九
六
丁
参
照
。

(
沼
〉
坂
垣
・
不
動
産
登
記
法
正
義
(
大
正
六
年
)
三
二
四
頁
は
、
登
記

原
因
に
、
「
畳
建
具
造
作
附
ノ
俵
」
「
立
木
附
庭
園
ノ
飛
石
共
」
と
い

う
約
定
が
あ
っ
て
も
登
記
申
請
書
に
そ
れ
を
記
載
す
る
必
要
が
な
い
、

と
す
る
。
ま
た
、
従
物
た
る
囲
障
、
賠
壁
は
、
土
地
建
物
と
共
に
抵
当

に
入
れ
る
と
き
登
記
簿
に
明
記
す
る
必
要
が
な
い
旨
の
司
法
省
民
刑
局

長
回
答
が
あ
る
ハ
明
治
三
四
年
五
月
九
日
お
よ
び
同
年
七
月
一
八
日
。

自
治
館
編
輯
局
編
著
・
登
記
法
実
例
全
集
三
二
頁
、
-
一

O
頁
に
所

掲)。

法
典
制
定
後
の
裁
判
例
・
実
務

明
治
三
九
年
以
前

前
節
で
み
た
よ
う
に
、
抵
当
権
設
定
時
の
従
物
に
抵
当
権
が
及
ぶ
と
い
う

の
が
、
わ
が
国
の
立
法
が
認
め
た
わ
ず
か
な
効
果
で
あ
っ
た
。
が
、
畳
建
具

に
つ
い
て
み
る
と
、
法
典
編
纂
後
の
裁
判
例
は
、
こ
の
効
果
に
対
し
て
も
否

抵当権と従物(1)

定
的
で
あ
っ
た
。
た
だ
当
初
は
、
よ
り
下
級
の
裁
判
所
は
抵
当
権
が
及
ぶ
と

し
て
積
極
説
を
と
り
、
よ
り
上
級
の
裁
判
所
は
抵
当
権
が
及
ば
な
い
と
い
う

消
極
説
を
と
っ
て
い
て
、
裁
判
例
の
中
に
分
裂
が
み
ら
れ
る
。

〔

1
〕

大
判
明
治
二
五
年
四
月
二
八
日
裁
判
粋
誌
七
巻
三
入
囚
頁
、
大
判

明
治
二
六
年
三
月
一

O
日
大
審
院
民
事
判
決
録
二
六
年
三
四
頁
(
再
上
告

ハ
1
〉

ハ

2
V

審
〉
・
:
・
:
X
が
A
の
家
屋
(
湯
屋
〉
に
「
雑
作
向
一
式
有
形
ノ
偉
」
と
し

て
抵
当
権
を
取
得
し
登
記
を
得
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

A
の
他
の
債
権
者

Y
が
家
屋
中
の
大
鉢
、
鏡
、
ラ
ン
プ
、
飯
焚
釜
、
表
入
口
、
石
塀
、
そ
の

外
「
家
屋
ノ
構
造
上
必
要
附
芳
シ
テ
分
離
ス
可
カ
ラ
サ
ル
モ
ノ
」
を
差
押

え
公
売
に
付
し
た
の
で
、

X
は
Y
に
対
し
そ
の
動
産
公
売
の
取
消
を
求
め

た
。
ハ
他
方
で

X
は
抵
当
権
に
基
づ
き
右
動
産
を
含
め
て
家
屋
の
公
売
を

申
し
立
て
、
こ
の
公
売
処
分
は
本
件
訴
訟
が
一
容
に
係
属
し
て
い
る
問
に

終
了
し
て
い
る
J

て

二

容

は

X
の
取
消
請
求
を
認
容
し
、
大
審
院
は

破
棄
し
て
差
戻
し
た
が
、
差
戻
審
、
再
上
告
審
は
結
局
X
の
取
消
請
求
を

認
め
た
。
二
容
の
若

l
「
雑
作
向
」
と
あ
る
か
ら
普
通
の
場
合

と
違
っ
て
本
件
の
用
法
上
の
不
動
産
は
抵
当
権
に
包
含
さ
れ
る
。
大
審
院

の
理
由

l
l用
方
上
の
不
動
産
と
は
家
屋
構
造
に
必
要
で
附
芳
し
分
離
で

き
な
い
も
の
の
み
で
あ
り
、
営
業
に
必
要
な
も
の
は
含
ま
な
い
。
再
上
止
口

容
の
理
由
|
|
抵
当
権
に
基
づ
く
公
売
が
結
了
し
て
い
る
か
ら
Y
の
主
張

は
無
意
味
で
あ
る
。

〔

2
U

東
京
地
決
明
治
三
四
年
二
月
一
八
日
新
聞
二
五
号
六
頁
:
:
:
債
務

者
H

抵
当
権
設
定
者
A
が
抵
当
物
件
た
る
家
屋
を
第
三
者
X
に
売
却
し
た

の
で
、
抵
当
権
者
Y
は
期
限
の
利
益
喪
失
約
款
を
理
由
に
競
売
を
申
し
立

て
た
。
東
京
区
裁
は
「
畳
建
具
雑
作
庭
木
石
共
」
と
い
う
競
売
開
始
決
定

を
下
し
た
。

X
か
ら

ω期
限
利
益
喪
失
約
款
は
登
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら

第
三
者
X
に
対
抗
で
き
な
い
こ
と
、

ω畳
等
は
抵
当
権
の
目
的
物
で
な
い

こ
と
を
理
由
に
抗
告
し
た
の
に
対
し
、
東
京
地
裁
は

ω
の
主
張
を
容
れ
て
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研究ノート

競
売
開
始
決
定
を
廃
棄
し
、

Y
の
競
売
申
立
を
却
下
し
た
。

〔
3
〕
東
京
地
決
明
治
三
四
年
一
二
月
一
二
日
新
聞
六
九
号
八
頁
:
:
:
建

物
抵
当
権
実
行
の
申
立
に
対
し
、
原
裁
判
所
は
「
造
作
畳
建
具
板
塀
廻
り

一
式
付
」
と
し
て
競
売
開
始
決
定
・
競
落
許
可
決
定
を
下
し
た
。
こ
れ
に

対
し
第
三
者
X
(
何
者
か
不
明
)
が
家
根
の
亜
鉛
板
・
廓
敷
板
・
天
井

床
・
床
板
・
物
置
・
土
製
水
瓶
・
表
門
・
瓦
斯
燈
附
属
日
間
・
雨
戸
・
半
板
・

障
子
・
襖
・
畳
・
押
入
等
の
所
有
権
を
主
張
し
て
両
決
定
の
廃
棄
を
求
め

た
。
東
京
地
裁
は
、
動
産
に
対
す
る
抵
当
権
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の
理
由

で
、
決
定
を
廃
棄
し
、
相
当
の
裁
判
を
原
裁
判
所
に
委
ね
た
。

〔
4
〕
東
京
控
判
明
治
三
四
年
一
二
月
二
三
日
新
聞
七
一
号
一
四
頁
:
:
:

抵
当
債
権
者
X
は
、
他
の
債
権
者
Y
が
抵
当
家
屋
中
の
受
建
具
を
差
し
押

え
競
売
し
た
の
で
、
抵
当
権
侵
害
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
一
-

二
審
と
も
請
求
棄
却
。
二
審
の
理
由

l
i動
産
は
抵
当
権
の
目
的
と
な
ら

p
i
h

、。

手
ん

'ν
〔
5
〕
東
京
控
決
明
治
三
五
年
九
月
一
五
日
新
聞
一

O
七
号
五
頁
j
e
-
-
債

権
者
(
抵
当
権
者
0
・
)
の
申
立
に
基
づ
き
、
東
京
区
裁
は
抵
当
家
屋
に
つ

い
て
畳
建
具
造
作
を
含
め
て
競
売
開
始
決
定
を
下
し
た
。
こ
れ
に
対
し
X

(
債
務
者
0
・
)
が
抗
告
し
た
。
東
京
地
裁
は
従
物
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に

抗
告
を
棄
却
し
た
が
、
東
京
控
裁
は
附
加
し
て
建
物
と
一
体
を
な
す
物

(
以
下
で
は
「
附
加
物
」
と
略
す
)
で
な
い
か
ら
怨
当
権
は
及
ば
ず
、
共

に
競
売
で
き
な
い
と
し
て
、
原
決
定
を
廃
棄
し
相
当
な
裁
判
を
東
京
地
裁

に
委
任
し
た
。

こ
の
よ
う
な
分
裂
を
終
束
さ
せ
る
べ
く
、
ま
た
消
極
説
に
対
す
る
法
曹
界
の

批
判
(
後
述
)
を
受
け
て
、
東
京
地
裁
は
明
治
コ
一
五
年
の
末
に
各
部
の
聯
合

ハ
3
)

会
を
聞
き
、
受
建
具
に
抵
当
権
を
及
ぼ
す
積
極
説
に
見
解
を
統
}
し
た
。
以

後
、
東
京
地
裁
で
は
積
極
説
に
従
っ
た
裁
判
例
が
出
さ
れ
る
。

円

6
〕
東
京
地
決
明
治
コ
一
五
年
二
一
月
一
三
日
新
聞
一
一
九
号
一
五
頁
・
:

・
:
土
地
建
物
抵
当
権
に
基
づ
く
競
売
申
立
に
応
じ
、
東
京
区
裁
が
造
作
畳

建
具
を
含
め
て
競
落
許
可
決
定
を
下
し
た
の
で
、

X
(債
務
者
H
抵
当
権

設
定
者
と
思
わ
れ
る
)
よ
り
抗
告
し
た
。
東
京
地
裁
は
、
処
分
は
附
加
物

の
み
な
ら
ず
従
物
に
も
及
ぶ
こ
と
、
畳
建
具
造
作
は
附
加
さ
れ
た
も
の
だ

か
ら
抵
当
権
が
及
ぶ
こ
と
、
抵
当
借
用
金
証
書
に
よ
る
と
造
作
畳
建
具
は

抵
当
権
の
目
的
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
を
理
由
に
抗
告
を
棄
却
し
た
。

〔
7
〕
東
京
地
決
明
治
三
五
年
一
二
月
一
三
日
新
開
一
二

O
号
一
五
頁
・
:

:
・
抵
当
権
に
基
づ
き
「
造
作
畳
建
具
一
式
有
形
の
僅
」
と
し
て
建
物
の
競

売
が
申
し
立
て
ら
れ
、
東
京
区
裁
は
そ
の
競
落
許
可
を
決
定
し
た
。

X

(
抵
当
権
設
定
者
と
思
わ
れ
る
)
か
ら
の
抗
告
に
対
し
、
東
京
地
裁
は
、

建
物
と
同
一
体
を
な
す
造
作
に
は
抵
当
権
が
及
び
、
そ
の
ほ
か
の
造
作
、

畳
建
具
に
は
従
物
と
し
て
低
当
権
が
及
ぶ
、
と
し
て
抗
告
を
棄
却
し
た
。

(
抵
当
権
が
造
作
畳
建
具
に
及
ぶ
と
し
た
東
京
地
裁
の
裁
判
例
と
し
て

は
、
以
上
の
ほ
か
に
、
次
掲
〔
8
〕
〔
凶
〕
の
原
容
決
定
が
あ
る
。
)

し
か
し
東
京
控
訴
院
は
、
抵
当
権
は
附
加
物
に
は
及
ぶ
が
動
産
た
る
従
物

に
は
及
ば
な
い
こ
と
、

}
般
に
造
作
は
附
加
物
で
あ
る
が
畳
建
具
は
従
物
で
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あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
透
作
に
は
抵
当
権
が
及
ぶ
が
畳
建
具
に
は

1
lた
と

え
合
意
が
あ
っ
て
も
|
|
及
ば
な
い
と
の
態
度
を
固
持
し
た
。

抵当権と従物(1)

〔
8
〕
東
京
控
決
明
治
三
六
年
三
月
四
日
新
聞
一
三

O
号
一
五
頁
:
:
:
抵

当
権
に
基
づ
き
造
作
を
含
め
て
競
売
開
始
が
決
定
さ
れ
た
の
に
対
し
、
抗

告
が
な
さ
れ
た
(
抗
告
人
が
何
者
か
は
不
明
)
。
東
京
地
裁
は
、
造
作
に

は
常
に
抵
当
権
が
及
ぶ
と
し
て
抗
告
を
棄
却
。
東
京
控
訴
院
は
、
建
物
の

一
部
を
構
成
す
る
造
作
に
は
抵
当
権
が
及
ぶ
が
、
建
物
と
は
別
個
の
造
作

は
従
物
で
動
産
で
あ
る
以
よ
抵
当
権
は
及
ば
な
い
、
と
し
て
原
決
定
を
廃

棄
し
、
東
京
地
裁
に
相
当
の
裁
判
を
委
任
し
た
。

〔
9
〕
東
京
控
決
明
治
三
六
年
七
月
二

O
日
新
聞
一
五
四
号
九
頁
:
:
:
抵

当
権
に
基
づ
く
競
売
開
始
決
定
が
、
敷
居
鴨
居
・
天
井
・
戸
袋
・
雨
戸
等

を
含
め
て
な
さ
れ
た
の
で
、

X
(抵
当
建
物
の
譲
受
人
と
思
わ
れ
る
)

は
、
造
作
は
慣
習
上
別
個
に
動
産
と
し
て
処
分
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
三
七

O
条
の
附
加
物
に
は
抵
当
権
設
定
後
に
第
三
者
が
附
加
し
た
も
の
は
含
ま

な
い
こ
と
を
主
張
し
て
抗
告
し
た
。
原
審
、
東
京
訴
控
院
と
も
、
構
成
部

分
な
い
し
附
加
物
に
は
抵
当
権
が
及
ぶ
と
し
て
、
抗
告
を
棄
却
し
た
。

〔
印
〕
東
京
控
決
明
治
三
六
年
一

O
月
九
日
新
聞
一
七
一
号
七
頁
:
:
:
東

京
区
裁
が
、
抵
当
権
に
基
づ
き
、
造
作
畳
建
具
を
含
む
競
売
開
始
を
決
定

し
た
の
に
対
し
、
債
務
者
が
抗
告
し
た
。
東
京
地
裁
は
こ
れ
ら
を
従
物
と

し
て
競
売
開
始
決
定
を
是
認
し
た
が
、
東
京
控
訴
院
は
、
造
作
は
建
物
と

一
体
を
な
す
も
の
と
し
て
抵
当
権
に
基
づ
く
競
売
に
含
ま
れ
る
が
、
畳
建

具
は
動
産
だ
か
ら
た
と
え
従
物
と
す
る
合
意
が
あ
っ
て
も
抵
当
権
は
及
ば

な
い
と
し
て
、
原
決
定
・
競
売
開
始
決
定
を
廃
棄
し
、
相
当
の
裁
判
を
委

任
し
た
。

〔
江
〕
東
京
控
決
明
治
三
六
年
一
二
月
一
一
一
一
一
日
新
聞
一
九
一
号
一
六
頁
・
:

・
:
建
物
抵
当
権
に
基
づ
く
、
畳
建
具
を
含
ま
な
い
競
落
許
可
決
定
に
対
し

て
抗
告
が
な
さ
れ
た
(
抗
告
人
が
何
者
か
は
不
明
〉
。
東
京
控
訴
院
は
、

こ
れ
ら
は
従
物
で
動
産
で
あ
る
か
ら
抵
当
権
は
及
ば
な
い
、
と
し
た
。

最
後
の
〔
日
〕
で
は
、
執
行
裁
判
所
・
抗
告
裁
判
所
も
畳
建
具
を
競
売
か

ら
除
い
て
い
る
。
東
京
控
訴
院
の
闘
い
態
度
の
ゆ
え
、
下
級
審
裁
判
所
も
消

極
説
を
採
り
は
じ
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
遺
作
畳
建
具
に
対
し
、
機
械
器
具
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
数
は
少

な
い
が
、
す
べ
て
抵
当
権
が
機
械
類
に
及
ぶ
と
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
際

「
附
加
物
」
「
従
物
」
の
問
で
一
定
し
て
い

の
概
念
構
成
は
、

な
か
っ
た
。

「
定
著
物
」

ハ
4
V

〔
ロ
〕
大
判
明
治
二
六
年
二
月
二
七
日
裁
判
粋
誌
八
巻
上
二
八
頁
:
:
:
紡

績
工
場
に
そ
の
紡
績
機
械
を
含
め
て
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
、
登
記
が
な
さ

れ
た
(
書
入
証
言
に
は
機
械
が
列
記
さ
れ
て
い
る
が
登
記
簿
へ
の
記
載
の

有
無
は
不
明
)
。
そ
の
後
当
工
場
の
強
制
執
行
に
お
い
て
抵
当
権
者
が
機

械
の
売
得
金
に
つ
い
て
も
優
先
弁
済
権
を
主
張
し
た
の
で
、
他
の
債
権
者

が
公
売
配
当
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
。
大
阪
控
訴
院
は
、
機
械
が
建
物

を
傷
わ
ず
に
は
移
動
で
き
な
い
か
ら
工
場
不
動
産
の
一
部
と
し
て
抵
当
権

北法31(3-4・1.389)1321 
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に
服
す
る
、
と
し
て
異
議
を
棄
却
し
た
。
大
審
院
は
、
取
離
が
建
物
を
傷

う
か
建
物
の
効
用
を
失
わ
せ
る
動
産
は
建
物
の
一
部
で
あ
る
か
ら
(
旧
登

記
法
上
)
有
効
に
登
記
で
き
る
こ
と
、
本
件
の
場
合
も
建
物
と
共
に
登
記

す
る
意
思
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
、
を
理
由
に
異
議
を
斥
け
た
。

〔
日
〕
大
判
明
治
三
三
年
九
月
一
一
日
民
録
六
輯
八
巻
一
頁
。
差
戻
容
は

大
阪
控
判
裁
判
年
月
日
不
明
新
聞
一

O
二
号
(
明
治
三
五
年
九
月
一
日
〉

入
賞
:
:
:
債
権
者
X
は
、
債
務
者
A
の
所
有
す
る
土
地
建
物
(
桑
皮
綿
製

造
工
場
)
に
対
し
、
そ
の
中
の
蒸
汽
錐
・
エ
ン
ジ
ン
・
水
洗
器
械
・
草
草

等
を
含
め
て
抵
当
権
を
取
得
し
登
記
を
し
て
い
た
(
右
器
械
等
に
つ
い
て

は
登
記
簿
上
に
記
載
な
し
)
と
こ
ろ
、

A
の
他
の
債
権
者
が
右
器
械
に
対

し
動
産
執
行
を
し
自
ら
競
落
し
た
。
そ
こ
で

X
は
、
当
該
動
産
執
行
を
遂

行
し
た
執
達
吏
Y
に
対
し
違
法
執
行
を
理
由
に
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
原

容
は
、
係
争
物
件
は
性
質
上
不
動
産
で
あ
り
抵
当
に
供
さ
れ
て
い
た
が
、

登
記
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
優
先
権
を
主
張
で
き
な
い
、
と
し
て
請
求
棄

却
。
大
審
院
は
、
附
加
物
で
あ
れ
ば
登
記
が
な
く
て
も
三
七

O
条
に
よ
り

抵
当
権
が
及
ぶ
と
し
て
破
棄
差
戻
一
。
破
棄
差
戻
審
は
、
係
争
物
件
は
定
著

物
あ
る
い
は
従
物
で
あ
り
、
附
加
物
で
あ
る
か
ら
登
記
が
な
く
て
も
抵
当

権
が
及
ぶ
、
と
し
て
請
求
を
認
容
し
た
。

〔
U
〕
大
判
明
治
三
五
年
一
月
二
七
日
民
録
八
斡
一
巻
七
七
頁
:
:
:
紡
績

工
場
が
そ
の
中
の
蒸
汽
々
銭
紡
績
機
械
等
四
八
点
を
含
め
て
抵
当
に
入
れ

ら
れ
て
い
た
が
、
機
械
を
含
め
て
工
場
が
強
制
執
行
さ
れ
、
そ
の
売
得
金

か
ら
抵
当
権
者
Y
が
優
先
弁
済
を
受
け
た
の
で
、
他
の
債
権
者
X
が
、
右

機
械
四
八
点
分
の
売
得
金
に
つ
い
て
配
当
異
議
を
申
し
立
て
た
。
名
古
屋

控
訴
院
・
大
審
院
と
も
、
係
争
物
件
は
定
著
物
あ
る
い
は
従
物
で
あ
る
か

ら
抵
当
権
の
目
的
物
た
り
う
る
、
と
し
て
詰
求
を
斥
け
た
。

2 

明
治
三
九
年
以
後

以
上
の
混
乱
は
、
明
治
三
九
年
の
大
審
院
判
決
に
よ
っ
て
一
応
の
終
止
符

を
打
た
れ
た
。

〔
日
〕
大
判
明
治
三
九
年
五
月
二
三
日
民
録
一
二
輯
八
八

O
頁
、
新
聞
三

六
七
号
一
五
頁
:
:
:
事
実
関
係
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
一
般
債
権
者
が

債
務
者
の
建
物
(
鉱
山
の
器
械
場
)
の
排
水
器
具
・
鉱
物
精
製
器
具
を
差

押
え
た
の
に
対
し
、
そ
の
建
物
の
抵
当
権
者
が
強
制
執
行
異
議
を
申
し
立

て
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
広
島
控
訴
院
は
、
従
物
で
あ
る
か
ら
抵
当
権

が
及
ぶ
と
し
た
の
に
対
し
、
大
審
院
は
次
の
理
由
で
破
棄
差
戻
し
た
。

|
|
類
似
口
聞
に
よ
る
取
り
替
え
や
移
動
の
容
易
な
動
産
を
占
有
の
移
転
な

し
に
担
保
に
供
す
る
と
き
は
、
当
事
者
聞
の
紛
議
・
訴
訟
の
増
加
を
も
た

ら
し
、
公
私
共
に
弊
宮
口
が
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
、
不
動
産
と
附
加
し
て

一
体
を
な
す
動
産
に
は
抵
当
権
が
許
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
動
産
は
た

と
え
従
物
で
も
抵
当
権
の
目
的
と
な
れ
な
い
。
八
七
条
二
項
は
三
六
九
条

〈

5
〉

に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
附
加
物
に
は
抵
当
権
が
及
ぶ
が
従
物
に
は
|
|
た
と
え
抵
当
権

設
定
時
に
附
着
し
て
い
た
も
の
で
も
、
ま
た
当
事
者
が
抵
当
権
を
及
ぼ
す
旨

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

合
意
し
て
い
た
と
き
で
も

l
l抵
当
権
は
及
ば
な
い
と
の
(
東
京
控
訴
院
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の
)
考
え
が
、
大
審
院
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
。
以
後
、
下
級
審
裁
判
所
は

動
揺
し
つ
つ
も
こ
の
大
審
院
判
決
に
従
っ
て
い
る
。

抵当権と従物(1) 

〔
時
〕
長
崎
控
判
裁
判
年
月
日
不
明
新
聞
三
九
三
号
(
明
治
三
九
年
三
一

月
五
日
)
一
八
頁
:
:
・
土
地
建
物
の
抵
当
権
が
実
行
さ
れ

Y
が
競
落
し
た

の
で
、
抵
当
権
設
定
者
X
が
Y
に
対
し
、
建
物
中
に
存
し
た
霞
ス
ト
ー
ブ

三
個
冬
用
窓
掛
二

O
枚
そ
の
他
の
返
還
を
求
め
た
。
原
容
は
、
競
売
が
従

物
を
除
外
し
て
お
ら
ず
Y
が
そ
れ
を
競
落
し
た
と
し
て
、

X
の
請
求
を
斥

け
た
。
長
崎
控
判
は
、
〔
日
〕
の
理
由
に
公
示
の
不
十
分
性
を
加
え
、
動

産
に
は
抵
当
権
・
競
売
が
及
ば
な
い
と
し
て
、
破
棄
差
戻
し
た
。

〔
幻
〕
長
崎
控
判
明
治
四
一
年
六
月
二

O
日
新
聞
五

O
九
号
一
三
頁
・
:

建
物
抵
当
権
の
実
行
に
よ
る
競
落
人
が
、
附
着
す
る
動
産
(
内
容
不
明
)

に
対
す
る
所
有
権
の
確
認
を
求
め
た
(
被
告
が
何
者
か
は
不
明
〉
。
原
審

は
、
抵
当
権
が
従
物
に
及
ぶ
こ
と
、
従
物
は
別
段
の
意
思
表
示
の
な
い
限

り
競
売
に
従
う
こ
と
、
を
理
由
に
請
求
を
認
容
し
た
。
長
崎
控
訴
院
は
、

抵
当
権
が
附
加
物
に
の
み
及
び
従
物
に
は
及
ば
な
い
こ
と
、
三
六
九
条
三

七
O
条
は
八
七
条
二
項
を
除
外
す
る
こ
と
、
合
意
・
競
売
は
こ
れ
ら
の
効

果
を
変
更
で
き
な
い
こ
と
、
を
理
由
に
破
棄
差
戻
し
た
。

門
四
〕
大
阪
地
判
明
治
四
二
年
一
一
月
二
九
日
新
聞
六
一
三
号
一
三
頁
・
:

:
・
土
地
建
物
の
抵
当
権
の
実
行
に
お
い
て
「
建
物
に
定
着
す
る
庇
:
:
:
敷

鴨
居
、
天
井
弐
階
敷
、
段
梯
子
:
:
:
及
畳
建
具
共
悉
皆
現
在
有
姿
の
億
以

上
」
と
し
て
競
売
開
始
決
定
、
許
可
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
、
抵
当
権
設

定
者
が
動
産
た
る
段
梯
子
畳
建
具
を
含
め
た
の
は
違
法
だ
と
し
て
抗
告
し

た
。
裁
判
所
は
次
の
理
由
に
よ
り
、
競
落
許
可
決
定
を
廃
棄
し
競
落
不
許

を
決
定
し
た
。

l
i抵
当
権
が
動
産
に
及
ぶ
の
は
三
七

O
条
の
附
加
物
に

限
ら
れ
る
。
段
梯
子
が
附
加
物
か
は
不
明
だ
が
、
畳
建
具
は
附
加
物
で
な

い
。
抵
当
権
設
定
契
約
書
は
段
梯
子
畳
建
具
を
含
め
て
い
る
が
、
抵
当
権

の
範
囲
は
合
意
に
よ
り
変
更
で
き
な
い
。

〔
叩
四
〕
長
崎
控
判
裁
判
年
月
日
不
明
新
聞
七
八

O
号
(
明
治
四
五
年
四
月

五
日
)
二
四
頁
・
:
・

;
Y
は、

A
所
有
の
精
米
工
場
に
対
し
「
精
米
器
械
器

具
一
切
を
添
附
の
鐙
」
抵
当
権
を
取
得
し
、
こ
れ
に
基
づ
き
精
米
器
械
に

動
産
執
行
し
競
売
し
た
。
そ
こ
で

A
か
ら
当
器
械
を
買
受
け
た

X
が、

Y

に
対
し
競
売
代
金
相
当
の
損
害
賠
償
を
求
め
た
。
原
審
は
X
の
請
求
を
認

め
た
が
、
長
崎
控
訴
院
は
、
抵
当
権
は
附
加
物
に
の
み
及
び
従
物
に
は
及

ば
な
い
と
の
理
白
で
詰
求
を
棄
却
し
た
。

競
売
実
務
に
お
い
て
も
、
契
約
書
に
抵
当
権
の
目
的
た
る
記
載
が
あ
っ
て

も
、
畳
建
具
に
は
抵
当
権
が
及
ば
ず
そ
れ
を
含
め
た
競
売
開
始
決
定
は
で
き

(
6
)
 

な
い
、
と
の
見
解
が
み
ら
れ
る
。

次
に
み
る
よ
う
な
法
曹
界
の
強
い
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
裁
判
所

は
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
消
極
説
を
と
っ
た
の
か
。
正
確
な
こ
と
は
わ
か
ら

な
い
が
、
い
く
つ
か
の
事
情
を
推
測
で
き
る
。
第
-
に
最
も
基
礎
的
な
事
情

と
し
て
、
畳
建
具
が
未
だ
家
屋
の
必
備
口
聞
で
な
く
、
家
屋
と
は
別
個
の
も
の

〈

7
)

と
の
観
念
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
ゆ
え

か
、
強
制
競
売
・
任
意
競
売
を
問
わ
ず
、
建
物
の
不
動
産
差
押
・
競
売
に
お
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)

 

い
て
畳
建
具
を
除
外
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
競
売
一
般
に
お
け
る
こ
の
取
扱

い
の
下
で
は
、
い
き
お
い
、
抵
当
権
が
畳
建
具
に
及
ば
な
い
と
の
消
極
説
が

余
儀
な
く
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
二
の
事
情
と
し
て
、
抵
当
権
の
呂

的
物
な
い
し
従
物
の
範
囲
を
当
事
者
の
意
思
に
委
ね
る
考
え
方
が
あ
る
。
当

事
者
の
意
思
を
重
視
す
る
傾
向
は
、
以
前
の
公
証
実
務
に
お
い
て
も
法
典
編

纂
の
過
程
に
お
い
て
も
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
(
前
述
三
七
八
頁
、
三
八
三
頁

を
参
照
〉
、
法
典
制
定
後
の
裁
判
所
も
そ
の
よ
う
な
考
え
に
従
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
第
二
の
事
情
に
よ
っ
て
、
明
治
三
九
年
以
前
の
裁
判
例

の
傾
向
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
抵
当
権
が
及
ぶ
と
さ
れ

た
機
械
器
具
の
事
案
(
〔
ロ
〕

〔

μ
〕。

れ
に
〔
1
〕
も
加
え
る

〔日〕

こ
と
が
で
き
よ
う
。
)
で
は
、
抵
当
権
設
定
契
約
書
が
係
争
物
件
を
含
め
て
い

る
の
に
対
し
、
抵
当
権
が
及
ば
な
い
と
さ
れ
た
畳
建
具
の
事
案
で
は
、

l
l

い
ず
れ
も
契
約
の
趣
旨
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
右
に
述
べ
た
第
一
の
事
情
に

ハ
9
V

基
づ
く
当
時
の
取
引
慣
行
か
ら
推
測
す
る
と
、
そ
の
う
ち
の
い
く
つ
か
で
は

l
l契
約
が
畳
建
具
を
除
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
第
二
の
事
情
だ
け
で
は
、
抵
当
権
を
及
ぼ
す
合
意
の
あ
る
場
合
に
そ
れ

を
否
定
す
る
裁
判
例
日
1
〕
の
大
判
、
〔
山
崎
〕
〔
印
〕
〉
を
説
明
で
き
な

ぃ
。
そ
こ
で
第
三
に
、
動
産
の
非
占
有
担
保
権
に
対
す
る
当
時
の
厳
し
い
思

潮
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
動
産
の
譲
渡
担
保
の
有
効
性
が
疑
わ
れ
て

〔
日
〉

い
た
当
時
に
お
い
て
は
、
動
産
に
対
す
る
抵
当
権
に
対
し
て
も
自
ず
と
否
定

的
な
態
度
が
採
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
紛
争
の
治
加
〈
〔
日
〕

〔
日
〕
)
あ
る

い
は
公
示
の
不
十
分
性
(
〔
国
〕
〉
を
理
由
に
「
動
産
は
抵
当
権
の
目
的
た
り

え
な
い
」
と
一
般
的
に
否
定
し
て
い
る
点
に
、
動
産
の
譲
渡
担
保
を
否
定
す

〔
日
〉

る
見
解
と
の
共
通
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

消
極
説
を
採
る
こ
の
判
例
は
、
背
後
に
右
の
よ
う
な
事
情
を
も
っ
て
い
た

と
推
測
さ
れ
る
が
、
法
曹
界
か
ら
は
学
者
・
実
務
家
を
問
わ
ず
強
い
批
判
を

(

ロ

〉

受
け
た
。
い
な
実
務
に
お
い
て
す
ら
、
従
物
た
る
畳
建
具
等
に
抵
当
権
が
及

〈
日
)

ぶ
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
明
治
三
九
年
の
大
審
院
判
決
以
降

の
判
例
は
決
し
て
安
定
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

(

1

)

本
件
は
現
行
民
法
典
制
定
前
の
裁
判
例
で
あ
る
が
、
制
定
後
の
も

の
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
ど
で
紹
介
し
て
お
く
。

(

2

)

以
下
で
紹
介
す
る
裁
判
例
に
お
い
て
、

X
は
原
告
を
、

Y
は
被
告

を、

A
B
i
-
-
-
は
訴
外
を
さ
す
。

〈
3
)

後
掲
決
定
〔
7
〕
を
掲
載
す
る
法
律
新
聞
一
二

O
号
一
五
頁
の
コ

メ
ン
ト
、
村
上
「
主
物
た
る
不
動
産
の
抵
当
権
が
其
従
物
た
る
動
産
に

及
ぼ
す
効
力
に
就
て
」
法
律
新
聞
三
九
九
号
八
頁
な
ど
を
参
照
。

(

4

)

こ
れ
も
現
行
民
法
典
制
定
前
の
裁
判
例
で
あ
る
が
、
前
注
〈
1
)

と
同
じ
理
由
か
ら
こ
こ
に
紹
介
す
る
。

(

5

)

な
お
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
判
、
決
の
前
年
に
工
場
抵
当
法
が
公
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布
・
施
行
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
条
に
よ
れ
ば
本
件
の
機
械
等
に
も
抵

当
権
が
及
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
本
法
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、

工
場
抵
当
権
を
設
定
す
る
意
思
が
必
要
で
あ
り
(
香
川
・
工
場
及
び
鉱

業
抵
当
法
二
四
頁
、
津
島
・
工
場
抵
当
・
財
団
抵
当
の
実
務
-
一
八
頁

以
下
参
照
)
、
し
た
が
っ
て
本
法
施
行
以
前
に
設
定
さ
れ
た
抵
当
権
に

は
本
法
は
適
用
さ
れ
な
い
o

本
法
制
定
後
も
し
ば
ら
く
の
問
、
工
場
の

機
械
・
器
具
を
民
法
典
の
解
釈
論
と
し
て
論
ず
る
裁
判
例
が
あ
る
(
本

件
の
ほ
か
後
掲
〔
四
〕
)
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
で
あ
ろ

、円ノ。

抵当権と従物(1)

(

6

)

大
阪
区
裁
判
所
管
内
執
行
事
務
協
議
会
決
議
大
正
五
年
六
月
二
日

(
同
月
九
日
に
大
阪
地
裁
所
長
認
可
)
上
回
・
石
神
・
執
行
法
便
覧
三

八
九
頁
所
掲
。

(
7
〉
畳
建
兵
に
関
し
て
は
、
明
治
三
九
年
の
大
審
院
判
決
〔
日
〕
以
前

の
、
ま
た
大
正
期
に
入
っ
て
か
ら
の
(
後
述
)
、
抵
当
権
を
及
ぼ
す
裁

判
例
が
ほ
と
ん
ど
東
京
区
裁
・
地
裁
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
三
九

年
の
大
判
に
従
っ
て
抵
当
権
が
及
ば
な
い
と
し
た
裁
判
例
・
決
議
は
西

日
本
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
西
日
本
で
は
畳
建
具
を
建
物
と
は
別

個
と
す
る
観
念
が
強
か
っ
た
(
鈴
木
・
前
掲
三
一
頁
)
こ
と
に
よ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

ハ
8
)

次
の
裁
判
例
・
決
議
が
あ
る
。
①
東
京
地
決
明
治
三
五
年
七
月
三

O
日
新
聞
九
九
号
九
頁
:
:
:
家
屋
の
強
制
執
行
に
お
い
て
、
東
京
区
裁

は
「
家
屋
造
作
畳
建
具
有
形
の
ま
ま
」
と
の
競
落
許
可
決
定
を
下
し
た
。

債
務
者
か
ら
の
抗
告
に
対
し
東
京
地
裁
は
、
従
物
は
主
物
の
処
分
に
必

ず
従
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
な
い
と
し
て
、
右
決
定
を
廃
棄
し
相

当
の
裁
判
を
委
任
し
た
。
②
東
京
控
判
明
治
四
三
年
一
二
月
二
八
日
新

聞
七
一
六
号
二
一
一
員
:
・
:
土
地
建
物
に
対
す
る
第
一
順
位
の
抵
当
権
者

X
が
、
債
権
に
基
づ
き
当
該
土
地
建
物
の
強
制
競
売
を
申
し
立
て
自
ら

競
市
冷
し
た
。
と
こ
ろ
が
右
の
競
売
申
立
の
直
前
に
、
第
二
順
位
の
抵
当

権
者
Y
が
附
着
し
て
い
る
戸
障
子
畳
襖
・
庭
木
庭
石
を
債
権
に
基
づ
い

て
動
産
差
押
し
て
い
た
の
で
、

X
は
Y
に
強
制
執
行
異
議
を
申
し
立
て

た
。
横
浜
地
裁
は
X
の
請
求
を
認
容
。
東
京
控
訴
院
は
次
の
理
由
か

ら
、
戸
障
子
畳
襖
に
つ
い
て
は
請
求
を
斥
け
た
。
|
|
従
物
で
あ
る
戸

障
子
畳
襖
は
抵
当
権
設
定
証
書
の
記
載
に
よ
り
抵
当
権
の
目
的
に
は
な

っ
て
い
る
が
、
競
売
申
立
書
・
競
売
開
始
決
定
・
競
落
許
可
決
定
に
記

載
が
な
い
か
ら
競
売
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
③
大
阪
区
裁
判
所
管
内
執

行
事
務
協
議
会
決
議
大
正
五
年
五
月
六
日
ハ
同
月
一
九
日
に
大
阪
地
裁

所
長
認
可
〉
「
建
物
ハ
家
屋
)
ノ
競
溶
ニ
依
リ
共
ノ
家
ニ
備
付
ケ
タ
ル

畳
建
具
ノ
所
有
権
ハ
競
落
人
ニ
移
転
ス
ル
ヤ
移
転
セ
ス
」
(
上
回
・
石

神
・
前
掲
書
二
五
四
頁
所
掲
)
。
以
上
に
対
し
畳
建
具
を
建
物
の
競
売

に
含
ま
せ
る
見
解
と
し
て
は
、
①
法
曹
会
決
議
明
治
四

O
年
七
月
六
日

「
問
題
・
:
:
畳
建
具
其
他
之
レ
ニ
類
ス
ル
庭
石
石
燈
箆
ノ
如
キ
・
:
:

ハ
同
条
〔
民
法
八
七
条
〕
第
二
項
ニ
依
リ
当
然
競
落
人
ノ
取
得
ス
ヘ
キ

モ
ノ
ナ
ル
ヤ
又
ハ
:
:
:
民
法
第
九
十
二
条
ニ
準
拠
シ
其
地
方
ノ
慣
習
ニ

拠
リ
テ
決
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヤ
決
議
民
事
訴
訟
法
及
ヒ
競
売
法

一
一
依
ル
競
売
ハ
民
法
第
八
十
二
条
第
二
項
ニ
所
謂
物
ノ
処
分
ニ
外
ナ
ラ

サ
レ
ハ
競
売
開
始
決
定
及
ヒ
競
落
許
可
決
定
ノ
効
力
ハ
不
動
産
ノ
従
物
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研究ノート

ニ
及
フ
モ
ノ
ナ
リ
:
:
:
」
(
法
曹
記
事
一
七
巻
七
号
三
四
頁
)
。

(

9

)

高
橋
・
後
注
(
辺
)
掲
載
判
例
批
評
一
三
頁
は
、
消
極
説
を
採
る

根
拠
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
実
を
あ
げ
る
。
「
一
般
慣
用
の
意
味
に
於

て
単
に
家
屋
と
云
へ
ば
畳
建
具
造
作
を
包
含
せ
ざ
る
こ
と
は
売
買
に
於

て
も
貸
借
に
於
て
も
畳
建
具
造
作
等
を
包
含
せ
し
む
る
場
合
に
は
畳
建

具
付
と
か
造
作
付
属
の
俸
と
か
特
に
明
言
す
る
実
際
取
引
上
の
事
実
か

ら
見
て
極
め
て
明
白
で
あ
っ
て
殆
ん
ど
論
駁
す
る
の
必
要
は
な
い
と
考

え
る
。
」
(
傍
点
は
原
文
)
。

(
叩
)
四
宮
・
総
合
判
例
研
究
叢
書
民
法
制
譲
渡
担
保
二
四
頁
以
下
、
注

釈
民
法

ω一
ニ
二
四
頁
(
柏
木
・
福
地
〉
。

(

U

)

天
野
・
後
注
(
ロ
)
掲
載
論
文
は
消
極
説
を
採
る
根
拠
と
し
て
、

民
法
一
七
五
条
の
物
権
法
定
主
義
が
動
産
の
抵
当
を
認
め
て
い
な
い
こ

と
を
あ
げ
る
。

(
ロ
)
抵
当
権
設
定
時
の
長
建
具
(
機
械
)
に
は
建
物
の
抵
当
権
が
及

ぶ
、
と
説
く
当
時
の
論
稿
と
し
て
次
の
も
の
が
あ
る
(
公
刊
順
)
。
ー
ー

森
作
太
郎
(
弁
護
士
)
「
従
物
論
」
新
聞
七
五
号
(
〔
4
〕
を
批
判
す

る
。
)
、
梅
謙
次
郎
「
最
近
判
例
批
評
」
志
林
三
六
号
八
頁
(
前
注
(
叩
〉

の
①
の
東
京
地
判
を
批
判
す
る
。
〉
、
森
「
抵
当
権
の
効
力
は
畳
建
具
及

造
作
に
及
は
さ
る
や
否
や
」
新
聞
一
一

O
号
(
〔
5
〕
お
よ
び
前
注

(

m

)

の
①
を
批
判
す
る
0
)

、
桜
蔭
「
家
屋
の
競
売
と
畳
建
具
に
就
て
」

新
聞
一
一

O
号
、
伊
藤
吐
月
(
名
古
屋
地
裁
在
勤
〉
「
抵
当
の
目
的
た

る
建
物
と
共
に
之
に
附
属
せ
る
畳
建
具
を
競
売
に
附
す
る
こ
と
を
得
さ

る
や
」
新
聞
一
一
一
号
(
〔
5
〕
を
批
判
す
る
)
、
梅
「
最
近
判
例
批

評
」
志
林
三
八
号
七
頁
(
〔
5
〕
を
批
判
す
る
)
、
楼
「
敢
て
法
学
士
高

橋
捨
六
君
に
呈
す
」
新
聞
一
一
九
号
(
以
上
は
明
治
三
五
年
に
公
表
さ

れ
た
文
献
で
あ
る
0
)

、
無
名
氏
「
雑
報
家
屋
と
造
作
」
志
林
四
二
号

八
五
頁
(
明
治
三
六
年
。
〔
8
〕
を
批
判
す
る
。
)
、
梅
「
最
近
判
例
批

評
」
志
林
四
七
号
六
頁
(
明
治
三
六
年
。
〔
8
〕
を
批
判
す
る
0
)

、
村

上
享
三
郎
(
判
事
〉
「
主
物
た
る
不
動
産
の
抵
当
権
が
共
従
物
た
る
動

産
に
及
ぼ
す
効
力
に
就
て
」
新
聞
三
九
九
号
(
明
治
四

O
年
。
〔
日
〕

を
批
判
す
る
0
)

、
楠
山
光
次
郎
〈
沼
津
区
裁
執
達
吏
〉
「
主
物
た
る
建
物

の
抵
当
権
が
其
従
物
た
る
畳
建
具
に
及
ぼ
す
効
力
に
就
て
」
新
聞
四
一

八
号
(
明
治
四

O
年
)
、
梅
「
最
近
判
例
批
評
」
志
林
一

O
巻
一
号
二

頁
(
明
治
四
一
年
。
〔
日
〕
を
批
判
す
る
。
)
、
森
「
抵
当
権
の
効
力
は

従
物
に
及
ぶ
可
き
も
の
な
り
」
新
聞
六
二
二
号
|
六
二
四
号
(
明
治
四

三
年
。
と
く
に
〔
時
〕
を
批
判
す
る
O
)

、
加
古
寅
治
(
判
事
)
「
抵
当

権
の
効
力
は
従
物
に
及
ぼ
す
べ
き
も
の
に
非
ず
と
せ
る
判
決
に
就
て
」

新
聞
六
三
四
号
(
明
治
四
三
年
。
〔
国
〕
を
批
判
す
る
O
)

。
こ
の
ほ
か

教
科
書
の
類
で
は
、
梅
・
民
法
要
義
巻
之
二
(
三
二
版
、
大
正
一
年
)

五
一
一
頁
、
富
井
・
民
法
原
論
第
一
巻
(
七
版
、
明
治
四

O
年
)
二
八

一
一
貝
、
同
第
二
巻
(
初
版
、
明
治
三
九
年
)
五
四
四
頁
、
横
田
・
物
権

法
(
一
七
版
大
正
コ
一
年
)
七
七
五
頁
な
ど
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
・

著
書
は
ほ
と
ん
ど
が
、
畳
建
具
は
従
物
で
あ
り
八
七
条
に
よ
り
抵
当
権

の
目
的
と
な
り
建
物
と
共
に
競
売
さ
れ
る
、
と
す
る
。
楼
の
み
が
、
畳

建
具
を
構
成
部
分
な
い
し
阿
加
物
と
と
ら
え
、
同
様
の
結
果
を
導
く
。

以
上
に
対
し
、
高
橋
捨
六
〈
弁
護
士
〉
「
不
動
産
競
売
開
始
決
定
事
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件
(
家
屋
の
競
売
と
造
作
畳
建
具
と
の
関
係
ど
新
聞
一
一
五
号
(
明

治
三
五
年
)
は
、
畳
建
具
は
従
物
で
あ
る
が
家
屋
と
は
別
の
物
で
あ

り
、
家
屋
所
有
者
の
明
確
な
意
思
表
示
が
な
い
と
き
は
、
建
物
抵
当
権

は
及
ば
ず
競
売
も
で
き
な
い
と
説
く
。
ま
た
天
野
宗
太
郎
(
判
事
〉
「
建

物
抵
当
権
の
効
力
と
共
従
物
た
る
畳
建
具
」
新
聞
四

O
六
号
(
明
治
四

O
年
)
は
、
従
物
た
る
畳
建
具
は
動
産
で
あ
る
か
ら
抵
当
権
(
優
先
弁

済
権
〉
は
及
ば
な
い
、
し
か
し
建
物
と
と
も
に
競
売
は
で
き
る
と
す

る。

(
日
)
金
沢
区
裁
判
所
監
督
判
事
間
合
に
対
す
る
明
治
三
九
年
五
月
一
五

日
民
刑
第
一
九
六
号
民
刑
局
長
回
答
「
第
一
項
畳
建
具
ハ
建
物
ノ
従

物
ナ
ル
ヲ
以
テ
建
物
ニ
付
キ
設
定
シ
タ
ル
抵
当
権
ノ
効
力
ハ
之
ユ
及
フ

ヘ
キ
カ
故
ニ
建
物
ト
共
ニ
之
ヲ
差
押
フ
ル
コ
ト
ヲ
得
へ
シ
第
二
項

従
テ
畳
建
具
ノ
換
価
金
対
ニ
シ
テ
ハ
抵
当
権
者
ハ
優
先
権
ヲ
有
ス
ヘ

キ
モ
ノ
ト
ス
」
(
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
・
強
制
執
行
及
び
競
売
に
関

す
る
通
達
回
答
集
(
民
事
裁
判
資
料
四
五
号
〉
五
五
五
頁
所
掲
)
。

抵当権と従物(1)
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L'irnrneuble par destination en tant qu'assiette 

de l'hypoth色que(1) 

N obuhisa SEGA W A * 

Dans quelles conditions l'hypoth色queatteint les choses attachees 

a l'immeuble hypotheque? Ce probl色meest en question aussi bien au 

Japon qu'en France et en Allemagn巴. Mais' les circonstances du 

probl色mesont tr匂 differentes.Cet article a pour but d活luciderles 

situations particuli色resau Japon. Il commence par l'analyse des lois， 

arret白， circulaires， arrets et jugements concernant ce probl色mequi 

ont ete formules du debut a la fin de l'色rede Meiji (1868-1912). 

On remarque qu'il s'agissait principalement de biens affectes au 

service d'une habitation， c'est-a-dire， les <<tatamis>) (nattes de paille 
matelassee qui sont destinees a recouvrir le plancher d'une maison 

japonaise) et les <<tategus>) (cloisons mobiles， ou fermetures ex-

terieures ou interieures d'une maison japonaise) qui appartenaient 

aux maisons hypothequees. Les machines， ustensiles et materiels 

d'exploitation agricole et industrielle n'岳taientpas en cause. C'est 

sans doute， d'une part， parce que les exploitations japonai日esde cette 

periode restaient peu mecanisees， d'autre part， a Ia difference du 

credit a la consommation， l'investissement par le credit n'etait pas 

encore developpe dans le domaine de la production. 

Dans ces conditions， les redacteurs du code civil ancien (1890) 

et du code civil en vigueur (1896) n'ont pas fait les dispositions 

qui etendaient manifestement l'hypoth色queimmobili色reaux acces-

soires necessaires aux exploitations des immeubles. Bien que l'im-

meuble par destination (Zubehor) ait ete pr釘udans les codes， Ies 
auteurs pensaient que c'etait pour determiner l'etendue des op昼間四

tions translatives et non pas pour maintenir la valeur de l'assiette 
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de l'hypoth色que.Par consequent， les auteurs prるtendaientque seuls 

les biens attach白 aumoment de la costitution de l'hypotheque 

subissaient l'hypoth色queimmobili色reet que les accessoires fix白

apr品目 la constitution n'etait pas concernes. La jurisprudence sous 

le code de 1896 a pris un parti plus sev色repour les hypoth色quaires

dans les cas concernant les tatamis et tategus: les immeubles par 

destination (Die Zubehore)， etant meubles par nature， ne pouvaient 

etre atteints par l'hypoth色quequand bien meme ils日eraientattaches 

au moment de sa constitution. Cette attitude negative pour l'exten-

tion de l'assiette de l'hypoth何回 devaitse moderer a mesure que 

les exploitations ont ete mecanisees et les cr・editsimmobiliers pour 

l'industrie sont devenus plus frequents. 
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